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第3章施策の概要

この章では、 61のく施策〉について、記載しています。記載にあたっては、く政策展開の基本

方向〉・（三つの柱）ごとに節を分けた上で、 15のく政策＞JI固にまとめています。

第1節「守るJ～命と暮らしの安全・安心を実感できるために～

第2節「創る」～人と地域の夢や希望を実感できるために～
ひら

第3節「拓くJ～強みを生かした経済の躍動を実感できるために～

・政策体系一覧

政策 施策

防災・滅災 111 災害から地域を守る人づくり

112 防災・減災対策を進める体制づくり

113 治山・治水・海岸保全の推進

2 命を守る 121 地域医療提供体制の確保

122 介護の基盤整備と人材の育成・確保

123 がん対策の推進

124 こころと身体の健康対策の推進

3 共生の福祉社会 131 障がい者の自立と共生

132 支え合いの福祉社会づくり

4 暮らしの安全を守る 犯罪に強いまちづくり

142 交通事故ゼ口、飲酒運転0（ゼロ）をめざす安全な i

まちづくり

1相 消費生活の安全の確保

144 薬物乱用防止と動物愛護の推進等

145 食の安全・安心の確保

146 感染症の予防と拡大防止対策の推進

耐，，，... , ...横議
5 環境を守る 151 地球j麟化対策の雌

152 

154 大気・水環境の保全

頁

48 

50 

54 

56 

60 

62 

64 

66 

70 

74 

76 

78 

80 

82 

84 

86 

88 

90 

92 

94 



政策 施策 頁

1 人権の尊重と多様性を 211 人権か尊重される社会づくり 98 
認め合う社会

212 あらゆる分野における女性活躍の推進 100 

213 多文化共生社会づくり 102 

2 学びの充実 221 夢や希望をかなえる学力と社会参画力の育成 104 

222 人・自然の中で伸びゆく豊かな心の育成 106 

223 健やかに生きていくための身体の育成 108 

224 自立と社会参画をめざした特別支援教育の推進 110 

225 笑顔あ右仇る安全で安心な教育環境づくり 112 

226 地域に聞かれ信頼される学校づくり 114 

227 地域と若者の未来を拓く高等教育機関の充実 116 

228 文化と生涯学習の振興 118 

3 希望がかなう少子化対 I231 少子化対策を進めるための環境づくり 120 

策の推進 I 232 結婚・妊娠・出産の支援 124 

233 子育て支援と家庭・幼児教育の充実 126 

234 児童虐待の防止と社会的養護の推進 128 

4 スポーツの推進 競技スポーツの推進 130 

242 地域スポーツと障がい者スポーツの推進 132 

5 地域の活力の向上 251 南部地域の活性化 134 

252 東紀州地域の活性化 136 

253 中山間地域・農山漁村の振興 138 

254 移住の促進 142 

255 協創のネットワークづくり 144 

256 市町との連携による地域活性化 146 



政策 施策

農林水産業

務1頭注調通
152 

154 

156 
内

2 強じんで多様な産業 中小企業・小規模企業の振興 158 

322 ものづくり・成長産業の振興 160 

323 f食jの産業振興 164 

324 地域エネルギー力の向上 166 

325 戦略的な企業誘致の推進と県内再投資の促進 170 

3 世界に聞かれた三重 国際展開の推進 170 

332 観光の産業化と海外誘客の促進 172 

333 三重の戦略的な営業苦動 174 

4 雇用の確保と多様な働 341 次代を担う若者の就労支援 176 

き方 342 多様な働き方の推進 178 

5 安心と活力を生み出す 351 道路網・港湾整備の推進 180 
基盤

352 公共交通の確保と活用 182 

353 安全で快適な住まいまちづくり 184 

354 水資源の確保と土地の計画的な利用 186 

3 



~~~·圃EヨE・喧ゆ葺蓮謂~~童書弘司圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

「1 ・............... •·>i•• 7日： 九三シ三 日；：：：：1
i施策14 7 ぐ黙害対策の推進 ：；：： ： 九百ど

農山漁村に暮らす皆さんとともに、野生鳥獣の被害防止や生息数管理、獣肉等の利活用を促進する
総合的な獣害対策に取り組むことにより、獣害が減少し、安心して暮らせる農山漁村の実現につなが
っています。

I灘状と課題＞i；：：：店
園野生鳥獣による被害の減少に向け、集落ぐるみによる追い払いや侵入防止柵の整備などを進める

「被害対策J、野生鳥獣の捕獲力強化や森林再生による生息環境の創出などを進める「生息管理J、
適正に捕獲した野生獣を地域の未利用資源として有効に生かす「獣肉等の利活用Jの3本柱の取組
を、これまで市町や関係団体等と連接しながら総合的に展開してきました。

・農林水産業被害金額は着実に減少してきていますが、県内の全集落代表者に実施しているアンケー
ト調査では、サJレ、ニホンジ力、イノシシによる被害があると回答する集落数は減少傾向になく、
侵入防止柵未整備の農地等における被害は、依然として深刻な状況にあります。また、自動車等と
の衝突事故や家屋への侵入など生活被害も生じています。

・サル、ニホンジ力、イノシシについては、特に被害も大きいことから、増えすぎた野生鳥獣を管理
する「第二種特定鳥獣管理計画」を策定し、個体数調整に取り組んでいるものの、依然、個体数が
多いため、生息の状況もふまえつつ、大量捕獲技術の開発・普蒋などを通じて、効果的かつ効率的
に捕獲を進めていく必要があります。

・これまでの3本柱の取組をさらに深化・発展させ、より効果的に獣害対策を促進するためには、地
域の人材の育成を含め、集落ぐるみ・地域ぐるみで対策に取り組むための「体制づくり」に注力す
る必要があります。

地域ぐるみで獣害につよい集落づくりに取り組むことにより、地域住民相互の幹の醸成や地域コミ
ュニティの維持が図られるとともに、被害軽減によって、農林漁業者の生産意欲の向上や生きがいの
醸成が図られ、栽培の拡大や農林地の維持・再生につながります。また、「生息数管理Jを行うこと
を通じて、野生鳥獣との共生が図られ、安心して暮らせる農山漁村が実現するとともに、獣肉を地域
おこしの素材として活用することで、地域活力の向上につながります。

回獣害につよい集落づくりを進めるため、地域リーダーの育成や捕獲者の確保などの人材育成と、
集落における捕獲体制の構築などを進める「体制づくりJに取－り組みます。また、生活被害の軽
減につながるよう関係機関との情報共有、連携強化を図ります。

園野生鳥獣による「被害防止Jに向けて、侵入防止柵の計画的な整備やこれまでに開発した大量捕
獲技術を活用した捕獲を進めるなど、獣害につよい集落づくりに取り組みます。

・野生鳥獣との適正な共生をめざした「生息数管理jの実践に向け、増えすぎた野生鳥獣について、
大量捕獲技術の開発・普及や捕獲を担う人材の確保・育成を進めながら、ニホンジカの生息数推
定やサルの群れのモニタリング等を基礎とした個体数調整の強化に取り組みます。

圃獣肉等利活用に取り組む環境づくりを進めるため、県が定めた「『みえジピエ』品質・衛生管理マ
ニュアル」の普及と、マニュアルを遵守した事業者を登録する「みえジピエ登録制度jの拡大に
取り組みます。また、獣肉利活用を促進するため、付加価値向上や販路拡大などに取り組みます。

（本冊P86)
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農山漁村の振興を図るうえで、支障となっている獣害が減少し、安心して暮らせる農山漁村づくりが
進むとともに、持続的な農林水産業の展開につながっています。

ぺj H二黒民指標三：；.......ゴL：♂・・・＼・・・・・三：｜
皇E器mi三 田富吉正留信富田置置蓋翠置画E三三：＜・・・・／＞・・・・・・・・・・・目標項目の説駐日三；：1

野生鳥獣による農林水産業
被害金額

獣害対策の体制づくりの推進
（主担当：農林水産部獣害対策課）

「獣害対策に取り組む集落Jの確保・育成、お
よび地域の持続的な捕獲体制の構築を支援すると
ともに、地域リーダー育成のための指導者育成講
座を開催します。また、被害対策の着実な実施に
向けじ関係機関との情報共有、連携強化に取り組
みます。

14702 獣害につよい集落活動の実践による

被害防止の推進
（主担当：農林水産部獣害対策課）

集落ぐるみによる追い払いの実施や侵入防止柵
の整備、 I およびそのメンテナンスなどの取組を支
援します。また、市町等が行う有害捕獲活動に対
する支援や、被害減少に効果的な捕獲技術の実証
や普及に取り組みます。

14703 野生鳥獣のモニタリングに基づいた

生息数管理の推進
（主担当：農林水産部獣害対策課）

肩事前なモニタリングに基づいた生息数管理に
取り組みます。
特にサル、ニホンジ力、イノシシによる被害減

少につなげるため、国の「抜本的な鳥獣捕獲強化
対策（環境省・農林省）Jの方針に基づき、計画的
な個体数調整などに取り組みます。

14704獣肉等利活用の促進

（主担当：農林水産部フードイノベーション課）
「『みえジピエ』品質・衛生管理マニュアルJの

普及啓発、「みえジピエ登録制度Jの拡大や付加価
値向上と販路拡大に取り組みます。

5 

サル、ニホンジ力、イノシシ、カワウ等
による農林水産業の被害金額

獣害対策の体制づ
くりに取り組む集
落数（累計）

〔目標項目の説明〕

600集落
(30年度）

集落ぐるみで被害状況を把握し、継続的に被害防止活動
に取り組む集落や補助事業を活用した侵入防止柵の整備
に取り組む集落数

被害が大きい集落
の割合

〔目標項目の説明〕

47. 0% 
(26年度）

36. 0% 
(30年度）

三重県内の全集落の代表者を対象としたアンケート調査
により、サル、ニホンジカ、イノシシの、いずれかの獣
種において、被害が、「甚大Jまたは「大きいj と答えた
回答者の回収数に占める割合

ニホンジ力の推定
生息頭数

56, 200頭 41, 500頭

〔目標項目の説明〕
ベイズ推定法によるニホンジカの推定生息頭数

みえジピエとして
利活用された野生
獣頭数（ニホンジ
力、イノシシ）
〔目標項目の説明〕

817頭
(26年度）

1, 300頭

「みえジピエ登録制度j登録事業者等によって利活用さ
れた野生獣の頭数（ニホンジ力、イノシシ）

（本冊P87)



県民の皆さんやNp O、事業者などさまざまな主体が、生物多様性をはじめとする自然環境を自主
的に保全・再生する社会が形成され、三重県の豊かな自然が継承されています。また、県民の皆さん
が、自然とのふれあいや自然資源の持続可能な活用を通じて、自然からの恩恵を享受しています。

畢 Np O等によって自主的に行われている生物多様性の保全活動は広がりを見せており、こうした保
全活動が持続的に展開されることが重要です。また、県内の希少野生動植物の生息・生育状況を継
続的に調査し、県民の皆さんと情報を共有することで、これまで以上に自発的な保全活動を促進す
る必要があります。

圏県内の野生動植物がおかれている環境は、依然厳しい状況から、希少野生動植物の生息・生育環境
の保全のためには、開発などに伴う自然環境への影響を軽減していく必要があります。

圏県内各地で、さまざまな活動団体によるエコツーリズムの取組が行われています。こうした取組を
一層広め、定着させるとともに、自然とのふれあいの場となる自然公園施設の整備に取り組む必要
があります。

県民の皆さんが、豊かな自然やそこで生きる動植物にふれあうことは、自然環境や生物多様性の保
全意識を高めるとともに、自然から得られる癒し効果を実感する機会となります。また、県民の皆さ
んが連携して、自然環境や生物多様性の保全活動を進めることで、地域の魅力のさらなる創出はもと
より、地域の紳を深めていくことにもつながります。

盟生物多様性の確保に向け、県民の皆さんの参画を得ながら、県内の希少野生動植物の現状把握と
保全に向けた取組を進めます。特に、希少性などが高い動植物については、三重県自然環境保全
条例に基づき希少野生動植物種に指定し、保全活動を進めます。また、希少野生動植物種や里地・
里山・里海などの保全活動を実施する Np O等に対し、専門知識や必要な情報の提供などに取り
組みます。

園身近な自然環境や生物多様性によって私たちが享受している恩恵などの情報発信を通じて、それ
らを保全し持続的に利用することの重要性を県民の皆さんに普及啓発していきます。

圏優れた自然環境の保全や生態系の維持回復を図るため、自然公園や三重県自然環境保全地域等の
適正な管理とともに、外来生物対策を進めます。また、事業者等による開発や、河川・海岸等の
整備に際しては、自然環境や希少野生動植物に配慮したものとなるよう、適切な指導等に取り組
みます。

圏県民の皆さんに自然の価値や大切さが理解されるよう、民間活動団体等による地域の自然．の魅力
を生かしたエコツーリズムの取組を促進します。また、県民の皆さんの快適な利用につながるよ
う、自然公園施設等の整備を計画的に進めます。

（本冊P92)
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生物多様性をはじめとする自然環境の保全活動のサポート機能を充実することで、県民の皆さんや事
業者、 Np O等による生態系’や希少野生動植物、里地・里山・里海の自主的な保全活動が活発に行われ
て．います。また、ニうした取組をとおして、県民の皆さんが自然とのふれあいや地域への愛着を深めな
がら暮らせる自然環境が維持保全されています。

冨E誕定：.；－；；：；；；－

51露n~1= 睡臨冨n圃盟麗謹話調Ii三JベJ

自然環境の保全活動団体数

貴重な生態系と生物多様性の保全

（主担当：農林水産部みどり共生推進課）

県指定の希少野生動植物種の調査や保全活動、
外来生物対策の普及啓発に取り組みます。また、
里地里山保全活動認定団体等による里山整備や、
NP O等が行う希少野生動植物種の自主的な保全
活動を支援します。さらに、自然公園や三重県自
然環境保全地域の特別地域など重要な地域におい
て、貴重な生態系を維持回復する取組を進めます。

15302 自然とのふれあいの促進

（主担当：農林水産部みどり共生推進課）

利用者が安全に自然公園を楽しめるよう、自然
公園施設の維持管理に取り組むとともに、老朽化
や災害等で補修が必要な公園施設等の整備を計画
的に進めます。また、民間団体等による自然公園
等の資源を活用したエコツーリズムの取組を促進
します。

7 

希少野生動植物種
の保全活動や貴重｜ 35. 0% I 100% 
な生態系の維持団
復活動の実施率
〔目標項目の説明〕

県指定希少野生動植物種のうち特に保護が必要な種に対
する保全活動及び、生態系維持回復事業計画に基づく維
持回復活動を実施した割合

自然とのふれあい
体験の満足度

〔目標項目の説明〕

（調査中） （検討中）

県内のさまざまな自然を体験するプログラム等への参加
者の満足度

（本冊P93)
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食への期待が多様化する中、農林水産業や関連産業等に関わるさまざまな主体によって創出された
新たな価値が地域資源を活用した産品等の開発に生かされ、商品として提供されることで、県民の皆
さんの豊かな暮らしや「もうかる農林水産業Jの実現につながっています。

国経済のゲ口ーバル化や圏内市場規模の縮小など、農林水産業や関連産業等を取り巻く厳しい経営環
境の中、伊勢志摩サミットや全国菓子大博覧会などの開催を本県の食や木の魅力を圏内外に発信し
ていくための絶好の機会として捉え、農林水産物などの地域資源を活用した商品の開発や新たな市
場の開拓等を加速する必要があります。

国 「三重ブランド」の認定や「みえフードイノベーシヨンプロジェクト」の活動促進など、地域資源
の高付加価値化に向けた取組を通じて、農林水産業者や関連産業事業者等による成功事例が生まれ
てきています。今後も、こうした事例を創出し、「もうかる農林水産業Jの実現につなげていくた
めには、従来の取組に加えて、消費者の皆さんに提供していく価値の最大化を図るうえで効果的な、
食に関係する事業者の有機的な連結を促していく必要があります。

国消費者への県産農林水産物の情報発信は、十分とはいえないことから、その価値や魅力を的確に消
費者などに伝えていく取組を強化する必要があります。

園農林水産業の分野でも、植物工場や農林水産物の機能性の活用に取り組む経営体が育ってきている
ものの、一部に留まっていることから、イノベーションを創出する人材や ICTやビッグデータな
どを活用できる人材を確保・育成する必要があります。

さまざまな主体の連携によるイノベーションの促進を通じて、食に関係する事業者等の、商品開発
や販路開拓に共同で取り組むことによる紳やネットワークの形成、新たな価値をみんなで創出できた
時の達成感・満足感の醸成などにつながります。また、創出された魅力ある商品やサービスが県民の
皆さんに提供されることにより、豊かな食生活の実現などに貢献します。

回伊勢志摩サミットや全国菓子大博覧会などの開催を契機として、さらに県産農林水産物が広く認
知され、競争力の強化によって、「もうかる農林水産業Jの実現につなげていくため、産学官ネッ
トワーク等の活用による「みえフードイノベーション」の取組をさらに拡大します。また、関係
する事業者の連携によって価値の最大化を図る食のバリューチェーンの構築を通じて、新しい商
品やサービスの開発を促進します。

圏農林水産物の効率的な生産、品質向上、利用拡大等の技術開発と、生産現場等への移転を通じて、
新たな商品やサービスの開発を促進します。

圏県産農林水産物の認知度をさらに向上させるため、三重ブランドや地産地消、食育等に、企業と
連携して取り組むとともに、県産農林水産物の魅力を消費者に的確に伝えられる専門人材の育成
など、総合的な情報発信に取り組みます。

盟農林水産業の生産性向上や農林水産物の高付加価値化に向け、新たな技術の開発や ICT・ ピ、ツ
グデータが活用できる人材などの育成に、産学官が連携して取り組みます。

（本冊P150)
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｜；三三；＞ii 県箆指標二：三・・・・・・＼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・：三：γi三｜
臨盟量置園芸E富国富薗盟圃盟盤量盟臨E盟国瞳踊

魅力ある県産農林水産物や
加工品が販売されていると
感じる県民の割合

過轟章一一一一一一一一一

食のバリューチェーン構築による新

たなビジネスの創出
（主担当：農林水産部フードイノベーシヨン課）

農林水産資源の高付加価値化に取り組む事業者
の増加を目指し、「みえフードイノベーション」の
プロジェクト活動を促進するとともに、事業者連
携の仕組みづくりとして、食のバリューチェーン
の構築に取り組みます。

31102 農林水産技術の研究開発と移転

（主担当：農林水産部農業戦略課）

地域資源を生かした魅力ある新たな商品やサー
ビスの創出を促進するため、農業・畜産・林業・
水産の各研究所において、農林水産技術の開発研
究に取り組むとともに、開発した技術等を農林水
産事業者などに移転していきます。

睡麗謹謹直覇Ii三；＞？：目標項目の説明主i；三三ι｜
みえ県民意識調査で、魅力ある県産農林
水産物や加工品が販売されていると「感
じる」「どちらかといえば感じるJと回答
した県民の割合

「みえフードイノ
ベーシヨンJから生 1 4億円 1 19億円
み出される商品等
の売上額（累計）

〔目標項目の説明〕
企業等との連携により農林水産資源を高付加価値化する
「みえフードイノベーシヨン・プロジェクトJから生み
出された商品等の売上額

震存不雇技荷の開
発成果が活用され
た商品等の数（累
計）

〔目標項目の説明〕
農畜産、林業及び水産業に関する県研究所における研究
成果のうち、事業者等に活用された商品や技術の件数

155件 315件

31103 県産農林水産物の魅力発信

（主担当：農林水産部フードイノベーション課）

県産農林水産物に対する認知度向上を目指し、
「三重ブランドJに代表される地域の農林水産物

の価値を伝える取組を企業等と連携しながら進め
ます。

魅力発信により生
み出された企業と｜ ー I 200社恥
の連携（累計）

〔目標項目の説明〕
県産農林水産物の魅力発信に取り組むことで生み出され
たPR事業における連携企業数

31104 イノベーションを担う人づくり

（主担当：農林水産部フードイノベーシヨン課）

事業者間連携や、研究開発、ブランド化、 IC 
Tの活用などの分野において、イノベーションの
創出に取り組む中核的人材を育成するため、食の
人材ネットワーク「みえ農林水産ひと結び塾Jに
よるワークショッブや人材養成講座の開設等に取

り組みます。

「みえ農林水産ひ
と結び塾Jにおける
人材養成数（累計）

〔目標項目の説明〕
事業者関連携や、研究開発、ブランド化等を促進する多
様な人材の確保や能力向上のために実施する「みえ農林
水産ひと結び塾」における人材養成数

40人

（本冊P151)
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川策31 2駒

県民の皆さんの「食Jに対する多様なニーズに応え、安全で安心な農産物が安定的に供給されるこ
とにより、県民の皆さんの健全な食生活の実現につながっています。
また、収益性と高付加価値化を意識した農業への転換や若者が就労の場として農業を選べる環境の

整備等が図られ、農業の次世代への継承が実現しています。

現状と課題子ご；三日·.）.＜ L/••>··••·••• c? ;.i.<c·······••••••·•·•<·····••···•··• •'.i••·· ＞•♂7；：：；三 ＞ i ぺ /····<•(tL 
国安全・安心な農産物等の安定供給を図るため、三重県の食料自給力の維持向上に努めるとともに、

本県の強みである豊かな食材や多様な食文化など、「食」の有するポテンシャルを最大限に活用し、
消費者の皆さんが期待する価値を発揮することで、「もうかる農業Jにつなげていくことが求めら
れています。

圃農業就業人口に占める 65歳以上の割合は70%（平成26(2014）年）と高いことから、農業の持続
的な発展に向け、 Tp Pなどのグローパル化にも対応しつつ、効率的かつ安定的な農業経営の実現
とともに、農業の未来を切り拓いていく雇用力のある農業経営体の育成、次世代農業の主軸となる
新規就農者の確保・育成を図ることが必要です。

・中山間地域においては、営農条件が整っている平野部に比べ、集落営農組織の育成や新規就農者の
確保、担い手への農地集積が進んでいません。

・農業の次世代への継承にあたり、営農の高度化や効率化に対応できる農業生産基盤の整備を計画的
に進めていくとともに、農業用施設の老朽化対策に取り組む必要があります。

県民の皆さんが、多彩な農産物の魅力や農村の美しい景観を身近に感じ、豊かな暮らしを営めるよ
う、農業及び食を支える皆さんとともに、農業の持続的発展、安全で安心な農産物の安定的な供給お
よび農業向有するさまざまな機能の発揮に取り組みます。

また、農業者の皆さんが、農業に誇りを持ち、農業の未来に展望を描けるよう、新たなチャレンジ
への支援や課題に応じたサポートに取り組みます。

｜取組方向：子什：：二： ？＂~~-c~－~；.：＋ ;;;c> .r c・ ＞三三：， ii·~ ＞；；： ；ごっ

圃穀類の生産力を維持するため、地域特性を生かした米のブランド化や需要に応じた麦・大豆・飼
料用米等の生産拡大、 IC T活用による水田営農の低コスト化と水田作物の高品質化を進めます。

圃園芸産地の維持・発展を図るため、加工・業務用需要や海外市場への対応、栽培する品目の複合
化など、産地改革を進める圏芸産地の取組を支援します。

国畜産経営の競争力強化を図るため、畜産農家を核に関連産業等が連携し自給飼料の生産拡大や肥
育素牛の県内生産体制の構築等を進めるとともに、県産畜産物のプランド力向上と国内外の販路
拡大の促進等に取り組みます。

圃強い農業経営を実現するため、農地の集積・集約を加速するとともに、雇用力のある農業経営体
を確保・育成するため、法人化・多角化等経営発展に向けたチャレンジへの支援や企業・福祉事
業所等の農業参入の促進等に取り組みます。

圃新規就農者の確保・育成に向け、産学官が連携してパッケージで農業ビジネス人材を育成する仕
組みを構築するとともに、 U・ Iターン者の就農受入れ環境の整備などに取り組みます。また
農村女性の活躍の場を創出するため、女性の就農や起業、ワーク・ライフ・バランスの促進など
に取り組みます。

田中山間地域等条件不利地域の農業の持続的発展に向け、集落営農組織の育成等により水田営農体
制の構築を進めるとともに、地域課題に応じた総合的なサポートを展開します。

国営農の高度化、効率化に向け、「三重県農業農村整備計画（仮称）Jに基づき農業生産基盤の整備
や農業用施設の適切な維持・更新等を計画的に進めるとともに、優良農地の確保に取り組みますー

（本冊P152)

10 



【J:i；~，~ j ]',;j' 

皇室盛重量幽盟il_昆一一一一一一一一一一一一一一一
安全で安心な農産物が安定的に供給される生産から流通に至る体制が構築されています。また、農業

の未来を切り拓いていく雇用力のある農業経堂体が育成されるとともに、国内外への販路拡大や食の関
連事業者と連携した新たなマーケットの創出等により「もうかる農業Jが実現されています。

：川県民指標－－－0=-:-= -- ・ 1 

瞳癌腫覇軍霊謹翠覇留置醒 盟藍盤彊園｜題麗翠霊園圃

（調査中）

園田園田昌孟「

水田農業の推進’

（主担当：農林水産部農産園芸課）

「語び面神l はじめとしたプランド米の生産
拡大に取り組むとともに、新たな地域プランド米
を育成します。また、需要に応じて、麦、大豆、
飼料用米等の生産拡大を進めます。

31202 園芸等産地形成の促進

（主担当：農林水産部農産園芸課）
野菜反面！？る加工業務用需要や果樹・伊勢茶の

輸出への対応など、国内外の新たな需要の取り込
みにより、多様な流通に対応できる戦略的な園芸
産地を育成します。また、生鮮食料品の安定的・
効率的な供給に向けた卸売市場運営を図ります。

31203 畜産業の健全な発展

（主担当：農林水産部畜産課）

畜産物の生産コストの低減や高品質化を進める
とともに、ブランド力向上や販路拡大の促進等に
取り組みます。また、基幹食肉処理施設の機能充
実と必要な施設整備の検討を進めます。

（検討中）

米、小麦、大豆の自
給率（カロリーベー
ス）

79. 0% 
(30年度）

〔目標項目の説明〕
県民の皆さんが食料として消費する米、小麦、大豆のう
ち県内産により供給が可能な割合

産地改革に取り組
む園芸等産地増加
数（累計）

〔目標項呂の説明〕

15産地
(26年度）

40産地

加工・業務用需要や海外市場への対応、栽培品目の転換
による新産地の育成など、産地改革に取り組む園芸等産
地数（平成24年度からの累計）

高収益型畜産連携
体数（累計）

〔目標項目の説明〕

4連携体 20連携体

畜産経営体を核として、耕種農家や関連産業、異業種等
が連携し、．生産コスト低減や畜産物のブランド化等によ
って収益力の向上及び雇用の創出等をめざす連携体数

31204 多様な農業経営体の確保・育成 l農畜産経営体にお l

（主担当：農林水産部担い手育成課）｜ける法人経堂体数！ ~~~韓ザ｜ 4時営体

農地中間管理事業を活用し農地集積を加速する Ic累計） I 

とともに、農業経営の法人化、多角化等経営発展
に向けた取組を支援します。また、多様な農業経
営体の育成や中山間地域等における集落営農の推
進、地域活性化プランの取組、新規就農者を育成
するシステムの構築に取り組みます。

31205 農業生産基盤の整備・保全

（主担当：農林水産部農業基盤整備課）

「三重厚農業農村整備計画（仮称）Jに基づき、パ
イプライン化などの高度な生産基盤の整備や津波
に備えたBc P注）1の作成を計画的に進めるとと
もに、農業振興地域制度や農地転用許可制度の適
切な運用により、優良農地の維持・保全を図りま
す。

〔目標項目の説明〕
各市町における法人化された農畜産経営体数・集落営農
組織数と農業参入した企業数の合計

基盤整備を契機と
した農地の担い手
への集積率

〔目標項目の説明〕

35.1% 47. 1% 

パイプライン化など高度な基盤整備を実施した地域及び
地元合意が形成され基盤整備に着手する予定の地域にお
ける農地の担い手への集積率

注） 1 BC P：大規模災害に備えた業務継続計画。この施策では、農業用施設や共同施設等の被災からの早期復旧や復興に

向け、事前の取組や被災後の業務などを定めた計画のこと。 （本冊P153)
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川策3 1.3•····林業ゐ振昨季初

県産材の需要が拡大し、活発な林業活動が展開されることにより、持続的な森林資源の育成と活用
が進むとともに、県民の皆さんがさまざまな形で森林づくりに参画しています。

I現状と課題万
・人口減少社会を迎え、住宅着工戸数が伸び脳む中、木材の建築用途でのさらなる利用促進や新たな

用途の開拓、販路の拡大に向けた取組を推進し、県産材の需要を拡大していくことが必要です。

・県内の森林資源の大半は本格的な利用時期を迎えているものの、木材価格の低迷による採算性の悪
化などから、その多くが伐採されず、活用されない状況が続いています。一方で、木質バイオマス
発電所の稼働によって木質チップ原料の需要は高まっており、この機会に、森林施業の低コスト化
や生産体制の強化を図り、素材生産量の増大に取り組む必要があります。

・林業従事者が減少傾向にある中、効率的な森林施業の実践により、素材生産量の増大を図るため、
必要な担い手を確保するとともに、高い技術を持った人材の育成が課題です。

園豪雨災害が多発するなど、自然災害の発生リスクが高まっており、「災害に強い森林づくり」を進
める必要があります。また、森林の持つ公益的機能を十分に発揮させるためには、間伐等、森林の
適正管理を進める必要があります。

・森林は県民共有の財産であるとの認識のもと、森林づくりを社会全体で進めるためには、森林づく
りに取り組む活動団体を増加させ、森林環境教育や木育を推進する必要があります。また、そのた
めの指導者や活動団体と学校などとをコーディネー卜する人材等の確保・育成が必要です。
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・県産材の需要拡大に向け、品質や性能が明確な製材品の生産拡大や大消費地等での販路開拓、公

共建築物への利用促進などに取り組みます。また、県産材の輸出促進やCL Tなどの新たな需要
の創出に取り組みます。

・低コスト造林の推進等により主伐を促進することで木材生産量を増大させるとともに、森林経営
計画に基づく森林施業の集約化、路網や高性能林業機械等の基盤整備など、生産体制の強化に取
り組みます。また、木材流通の合理化や木質チップ原料を含めた供給体制の構築を進めるなど、
川上からJ11下までの対策に一体的に取り組みます。

・効率的な木材生産や森林施業を実践する林業技術者の育成に取り組みます。また、新たな教育・
研修機関の設置など、新規就業者等の確保・育成に向けた取組を進めます。

圃森林の有する公益的機能が十分に発揮されるよう、間伐等の森林整備を促進するとともに、「みえ
森と緑の県民税J等を活用し、災害に強い森林づくりを進めます。また、「三重県水源地域の保全
に関する条例j に基づき、特定水源地域内の保安林指定や森林の公的管理を進めます。

圃県民の皆さんの森林づくりへの参画を進めるため、森林づくりを行うさまざまな主体に対し、各
種イベントの開催等を通じて、必要な情報の提供に取り組みます。また、市町との連携により、「み
え森と緑の県民税」を活用した森林環境教育や木育を推進するとともに、「森づくりサポートセン
ター（仮称）Jを開設し、総合的なサポートに取り組みます。

（本冊P154)
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[:%'j.:f i /;;':f：／，＇＇：：〓；＇ ,ii!h'C!i，；日；~~$~／a1*BE$
Ii；平成31年設末での到達目標ト：：f子：：乙己

建築用材や木質バイオぜスなど、さまざまな用途での県産材の利用が進み木材生産量が増加するとと
もに、若者が林業の現場に定着し、間伐などの森林整備の他、主伐に伴う再造林等が着実に実施され、
森林の循環利用につながっています。また、森林環境教育や木育の実施など、森林に親しむ機会が増え、
さまざまな主体lこよる森づくり活動が活発に行われています。

i.< ¥・・・ 県民指標三：...............i¥) ＞・・・・・＞・・・・・・・・・ぺ日｜
国睡環現宿歯菌盟盟圏置霊盟理麗盟瞳｜ 睡亜蓮富盛圏三三日f目標項目；伺関： ii)icI>!i;!;•I

県産材（スギ・ヒノキ）素材
生産量 圏

県産材の利用の促進

｛主担当：農林水産部森林・林業経営課）

「三重の木」認証材などの県産材の需要拡大に
取り組むとともに、建築用途や合板用途の他、木
質バイオマスのエネルギー利用など木材の積極的
な活用を進めます。また、木材の輸出促進やCL 
T等県産材の新たな需要の創出に取り組みます。

31302 持続可能な林業生産活動の推進 h

（主担当：農林水産部森林・林業経営課）

生産林を対象に、森林経営計画等に基づく森林
整備や、林道・森林作業道等の路網整備、高性能
林業機械の導入等による経営基盤の強化など、持
続河能な林業生産活動の推進に取り組みます。

31303 林業・木材産業の担い手の育成

（主担当：農林水産部森林・林業経営課）

効率的な森林施業を実践できる高い技術を持っ
た人材の育成に取り組みます。また、新たな教育・
研修機関の設置など、新規就業者等の確保・育成
に向けた取組を進めます。

31304 森林の適正な管理と公益的な機能の

発揮
（主担当：農林水産部森林・林業経営課）

手入れ不足などにより、公益的機能が低下して
いる森林の機能を回復するため、間伐等森林整備
を推進します。また、雨水が集中する谷地形や災
害が起こりやすい渓流沿いの森林において、「災害
緩衝林Jの整備に取り組みます。

31305 みんなで支える森林づくりの推進

（主担当：農林水産部みどり共生推進課）

県民の皆さんや企業、ボランティアなどさまざ
まな主体に、各種イベントの開催などを通じて、
森林づくりに必要な情報の提供を行います。また、
「みえ森と緑の県民税Jを活用し、学校や地域で

の森林環境教育や木育を推進するほか、市町によ
る地域の実情に応じた森林づくりを促進します。

「三重の木J認証材
等の製材出荷量に
占める割合

〔目標項目の説明〕

25. 0% 

県内製材工場からの建築用材出荷量のうち、県産丸太を
用いた「JA S製材晶J、「三重の木J認証材及び「あか
ね材」認証材の製材出荷量全体に占める割合

森林経営計画認定｜ 41, 662ha 62, OOOha 
面積（累計） I C26年度）

〔目標項目の説明〕
森林所有者や経嘗の委託を受けた林業事業体等による森
林経営計画の認定面積

新規林業就業者数

圏

〔目標項目の説明〕

40人
(26年度）

44人

林業事業体（森林組合、素材生産業者等）への新規就業
者数

公的森林整備面積

〔目標項目の説明〕

2 671ha 
(26年度）

2, OOOha 

森林の公益的機能を高めることを目的として、公的な管
理により森林整備等を実施した面積

森林づくりおよび l
森林環境教育など｜ 57, 956人｜ 66, 000人

I C26年度）
の活動の進展度 ｜ 

〔目標項目の説明〕
県民の皆さん、企業、森づくり活動団体など、さまざま
な主体による森林づくり活動や森林環境教育などに参加
した人数

（本冊P155)
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県内産の魚介類などを安定的に供給できる希望ある水産業・漁村が実現され、県民の皆さんは豊か
な水産物等をとおして水産県であることのすばらしさを実感しています。白

l現状と諜題白川：.i ...... < , .••. <<i守；三 i>·•••••i·······三九三三三三／＜.... ・・・¥・・・ i)/ ..山：（ i<•·•>••. .. . 

・水産業を取り巻く環境が厳しい中；水産業・漁村の活性化には、浜ごとに抱える課題を整理し、対
策に取り組む必要があります。また、圏内では魚価の低迷や消費者の魚離れが進む一方、海外では
水産物需要が拡大していることから、国は輸出拡大策を強化しています。

・燃油や配合飼料価格の高騰により漁家経営が一層厳しさを増す中、漁業就業者の高齢化と減少が急
速に進行しています。また、水産業・漁村における中核的組織である漁協の多くは、事業規模が小
さく経営基盤が脆弱です。

国水産資源の状況が悪化する中、今後も漁業を継続していくためには、資源を管理し増殖する取組や
漁業秩序の維持が重要となっています。また、伊勢湾をはじめとする内湾域では水質の浄化機能を
有する藻場・干潟が減少しています。

・南海トラヲ地震など大規模地震発生の緊迫度が高まる中、漁港施設の老朽化が進んでおり、地震・
、津波から漁村を守るため、施設の耐震化・長寿命化を図る必要があります。

克輯r1≫a;.. 吊

水産物や漁村の食文化など多様な資源が生かされ、地域が活気にあふれ、賑わうよう、漁村の課題
を解決する取組を支援します。また、多様な水産業の担い手の確保・育成に向け、漁村への定着を支
援する取組を進めます。さらに、南海トラフ地震など大規模地震・津波に対し、漁港で働く人々が、
安心して生産活動に取り組めるよう、水産基盤の整備を進めるとともに漁港Bc Pの策定に取り組み
ます。

I ）~組方向·······（／＜ ..山T•.···.••·i<r ；·•＜：与！ i，，！（；；； 三三：？人

国水産業・漁村の活性化などに向けて、「地域水産業・漁村振興計画jの策定・実践を支援する
とともに、県産水産物の高付加価値化や消費拡大の取組、海女漁業や養殖業の振興などの取組
を進めます。また、海外の魚食晴好の高まりを好機と捉えた輸出の促進に取り組みます。

圃漁家経営の安定に向けた支援に取り組むとともに、「漁師塾Jなど水産業・漁村の多様な担い
手を育成・確保する取組を進めます。また、漁協合併等による経営基盤の強化を促進します。

E ・水産資源の回復をめざした資源管理の徹底や栽培漁業の推進、漁業取締りの強化等により、持
続的な生産が可能な水産業の確立を図るとともに、漁場環境の保全のため藻場・干潟等の再生
保全に取り組みます。

園地震・津波への対応や持続的な水産業を実現するための生産基盤の整備、住民が安心して快適
に生活できる漁村の整備を計画的に進めます。また、被災時の緊急物資の輸送手段の確保や水
産業の早期復旧を目的とした「漁港Bc p Jの策定に取り組みます。

（本冊P156)
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県産水産物の高付加価値化や輸出の促進、水産資源の管理や漁場環境の保全などが進むことにより、
「もうかる水産業Jの実現が図られ、多様な担い手が確保されることで、県民の皆さんの期待に応える

水産物が安定的に供給されています。

高い付加価値を生み出す水産業の確目
l県産水産物の海外

立 ｜販路拡大件数（累｜ - I 12件
（主担当：農林水産部水産資源課） II計）

「地域水産業・漁村振興計画」の策定・実践に
取り組む漁業者等を支援します。また、アサクサ l〔目標項目の説明〕
ノリや「海女もん」商品等の高い付加価値を生み l三重県農林水産・食品輸出促進協議会水産部会員の BtoB
出す経営体の育成や六次産業化、輸出の促進、魚｜成立件数
食普及、養殖業の振興等に取り組みます。

31402 水産業の担い手の確保・育成

（主担当：農林水産部水産経営課）
「扇面憂TtiEによる新規就業者の定着支援、

水産業普及指導員に～よる技術指導および制度資金
等の活用による漁家経営の安定化、合併等による
漁協の経営基盤の強化に対する支援等を進めま
す。

新規漁業就業者数｜ 30人 42人
(45歳未満） I (26年度）

〔目標項目の説明〕
45歳未満の新規漁業就業者数

31403 資源管理・漁場環境保全等の推進 目 I 1資源管理に参加す｜ 14. 0% I 30. 0% 
（主担当：農林水産部水産資源課） ｜る漁業者の割合 I <26年度）

語続的生産が可能な水産業の確立に向け、 l 資源
管理の徹底を推進するとともに、魚介類の種苗放 l〔目標項目の説明〕
流を通じて積極的な資源の増大を図る栽培漁業の｜全漁業就業者数（海面養殖業を含む）に占める資源管理
推進、漁業秩序の維持等に取り組みます。また、 ｜計画参加漁業者数の割合
漁場環境の保全のため、藻場・干潟等の造成に取
り組みます。 十

31404 水産基盤の整備・保全 L耐震岸壁の整備を

（主担当：農林水産部水産基盤整備課） ! ：行った防災拠点漁｜ 2漁港｜ 4漁港

語で生産性の高い水産業と、それを支える安）港数（累計）

心で快適な漁村を構築するため、安全で持続的な j〔目標項目の説明〕
水産業を実現するための漁港施設の耐震化や長寿 1防災拠点漁港（全4漁港）における耐震岸壁の整備を行
命化、「漁港Bc p Jの策定、生産性を高めるため｜った漁港数
の拠点漁港や共同加工施設の整備、快適な漁村を
構築するための集落道路等の生活環境の整備など
を促進します。

（本冊P157)

15 



別冊2

三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する

基本計画

（最終案）

平成27年 12月

三重県



（第1章基本計画策定の考え方

三重県は南北に長く、伊勢湾を望む伊勢平野や山々に固まれる上野盆地、南北に

連なる紀伊山地、リアス式海岸の志摩半島、力強い海岸線の熊野灘など、変化に富

んだ地形を有しています。このように多様な地形を有する県土や、四季の変化に富

んだ自然環境の中で、本県の農業・農村は、それぞれの地域の気候・風土に適した

特色ある農産物を供給するとともに、多くの食文化を形成してきました。

また、農業の営みを通じて、洪水防止などによる県土の保全、豊かな農村景観の

形成、伝統文化の伝承など、県民の皆さんの生活を支える重要な役割を果たすとと

もに、地域住民をはじめ、三重県を訪れる人びとにも安心感や心の豊かさを提供し

ています。

しかしながら、三重県の農業・農村は、高齢化や人口減少が都市に先駆けて進行

する中で、耕作放棄地が増大している状況にあり、農産物価格の低迷および農業資

材価格の上昇と相まって生産力や食料安定供給力、農村活力の低下が進むなど厳し

い状況におかれています。

一方、国際的には、環太：平洋パ一トナ一シツブ協定（1、pp水）をはじめとする、

EPAキやF1、

産食料に対する消費者のニ一ズが高まるとともに、都市に住む若者を中心とした、

都市と農村を行き交う「田園回帰」の新たな動きが生じるなど、新たな生活スタイ

ルの場として農村への期待も高まってきています。

こうしたことから、国の新たな「食料・農業・農村基本計画」では、農地中間管

理機構＊による農地集積・集約化の加速化、グローバルマーケットの戦略的な開拓

などの農業の成長産業化を促進するための産業政策と、農業・農村の有する多面的

機能＊の維持・発揮を促進するための地域政策を車の両輪として食料・農業・農村

施策の改革を進めるとされ、さらにTp Pの大筋合意をふまえた「総合的なTpp 

関連政策大認可jが決定されるなど、今後こうしたことに適確に対応していくことが

求められています。

また、高齢化や小世帯化などの社会構造の変化やライフスタイルの多様化、食の

安全・安心への関心の高まり、海外での和食人気など社会情勢の変化に対応し、圏

内外の需要を積極的に取り込むとともに、 ICT* （情報通信技術）・ロボット技術

の導入や医療・介護など新分野の開拓等、新たな可能性への積極的なチャレンジを

応援することを通じて、「もうかる農業」につなげていくことが重要です。

さらに、農業従事者の高齢化が著しく進展する中で、農業を持続的に発展させて

いくために、若者が就労の場として農業を選べる環境づくり、雇用力のある農業経

営体や集落営農の育成、地域の様々な農業者による地域活性化に向けた取組の展開、

女性の活躍の促進など、多様な農業経営体を確保・育成していくとともに、農業生

産の低コスト化・高度化に対応できる農業生産基盤の整備を計画的に進めていく必

要があります。



加えて、耕作放棄地の増大や集落機能の低下が懸念される中で、多様な地域の資

源や魅力を生かした新たな雇用の創出と若者の定住につなげていくとともに、大規

模自然災害に備え農業用ため池や排水機場等の老朽化対策や耐震対策の実施、津波

に備えた農業版Bc p ＊の作成支援などにより、災害に強い安全・安心な農村づく

りを計画的に進めていくことが求められています。

この計画は、こうした認識のもとで、県民の皆さんの健全で豊かな食の実現と、

三重県の農業・農村の持続的な発展に向けて、「三重県食を担う農業及び農村の活

性化に関する条例」に基づき、めざすべき将来の姿を明らかにするとともにその実

現のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画として策定

するものです。

2 計画の性格
曹媛襲滋媛畿欝議議議糠議議議援護議鶏畿

この計画は、県民の皆さんの意見を反映し、「三重県食を担う農業及び農村の活

性化に関する条例」第9条第1項の規定に基づく基本計画として知事が定めるもの

で、三重県の食を担う農業・農村の活性化に関する施策の基本となる計画であると

ともに、農業者、関係機関をはじめ、消費者等のさまざまな方々の参加を得る中で、

三重県の「食」と「農」の活性化を進めるうえでの指針となるものです。

また、農業者や農業団体、市町には、農業・農村の振興に向けた取組を進めるた

めの共通の指針として、さらに、県民の皆さんには、農業・農村の振興に理解をい

ただくとともに、自らの健全で豊かな「食」の実現のために「食」と「農」との望

．ましい関係づくりへの参画を図るための指針として、利用されることを期待してい

ます。

3 計画の期間
総銭綴機器議議議機器主機欝畿畿鎖線機

この計画は、平成 28(2016）年度を初年度とし、平成 37(2025）年度を目標年

とする 10か年計画とし、農業・農村を取り巻く情勢の変化に的確に対応し、効果

的かつ効率的な農政展開を図ることができるよう、おおむね5年ごとに見直します。

なお、基本計画に基づく施策の着実な推進と的確なマネジメントを行うため、具

体的な取組展開を示した「行動計画」を策定することとします。

※本文中、「＊Jがついている語句は、巻末の「用語の解説」で説明を掲載して

います。
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（第2章三重県の農業・農村をめぐる情勢

食と農業・農村を取り巻く環境の変化
鴇欝蝶漕鷺議聾態議事諜襟綴濃霧綴寵議路舗欝器盤鱗錨路瀦躍謹欝務総綴器藷議総鰭鍛錦鶏瀦揺描総務鵠綴害事

( 1 ）人口減少の本格化と「まち・ひと・しごと創生法Jの施行

日本の人口は、平成 21(2009）年をピークに減少に転じており、世代構成も高齢化している

ことから、今後、国内の食市場が縮小することが予想されています。

県の人口は、平成 19(2007）年の約 187万3千人をピークに減少に転じ、平成 26年（2014

年） 10月1日現在の人口は約 182万人となっています。また、県の将来人口は、「日本の地域

別将来推計人口（平成 25(2013）年 3月推計）J（国立社会保障・人口問題研究所）によると、平

成 52(2040）年には、 150万7千人となり、平成 22(2010）年から約四%減少すると予想されて

います。

特に、中山間地域等の条件不利地域においては、都市部に先駆けて人口減少が進行しており、

高齢農業者のリタイア等により、今後、集落機能が低下するとともに、耕作放棄地が増大する

ことが懸念されています。

このような中、国において、平成 26(2014）年 11月に「まち・ひと・しごと創生法」が施行

され、少子高齢化に伴う人口減少に歯止めをかけていくとともに、東京圏への人口集中を是正

し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して活力ある日本社会を維持していくための地方創

生の取組が始まっています。三重県でも、人口の流出抑制および流入促進、交流人口の拡大に

向け「まち・ひと・しごと創生Jを推進することにしており、あわせて、少子化対策の取組を

加速させることにしています。

圃農村・都市における人口・高齢化の推移と見通し・

万人 S華村（右の高g菌盛宮）化喜容 (j量計） 害事前｛おの筒目齢~）化君事 % 
9.000「 都千軒λ門 ，ーー－－－－ー＋ -,40 

議 議 警i も主イデγ多日よ主診 議イ30

綴 予3~ -l 20 

~10 

1,000 
~ ！号事総 蜘醐；•H；醐 材搬 訴時間中暗躍 が棚 吋探知欄白門糊 桝磁問問脚叫蹴 籍 《

昭和45年 50 55 60 平成2 7 12‘ 17 22 ’27 32 37 42 47 52 守

(1970) (1975)(1980) (1985)(1990}(1望号s)(2ooor<2005｝α010)(2015) (2020) (2025] (2030) (2035) (2040) 

（資料：農林水産省「平成26年度食料・農業・農村白書（平成 27年5月26日公表）」）



( 2）農産物貿易交渉の進展

世界中の国を対象とするWTO＊交渉が難航するなか、特定国間でのEPA＊やPTA＊が拡大

してきでおり、日本は、現在、環太平洋パートナーシップ協定（Tpp＊）や東アジア地域包括的

経済連携（RCE P）へ日中韓FTA、日EU・EPA＊等の経済連携に向けた取組を推進して

います。

こうしたなか、環太平洋パートナーシップ協定（TPP）が、平成 27(2015）年 10月に大筋合

意され、その内容には、主食用米の無関税輸入枠の設置、麦のマークアップの削減、牛肉・豚肉

の関税の段階的引き下げなどが含まれており、本県農業に影響が及ぶことが懸念されています。

国は今回の合意に伴い生じる諸課題に係る対策として、農業の体質強化対策や重要5品目（米、

麦、牛肉、豚肉等）対策等を講じることとしており、今後、国の対策等に的確に対応しつつ、農

産物の安定供給に向け、持続的な農業生産体制を構築していくことが求められています。

圃環太平洋パートナーシップ協定（TPP）大筋合意の概要回

園現行の国家貿易制度を維持するとともに、枠外税率（米の揚合341円／kg）を維持し

だ上で、米国、豪州にSSS方式※の国別枠を設定。（国別枠は、米と米粉等の園買呂田

を対象として一体的に運用。〉

※注： SBS方式とは、国家貿易の下で、輸入業者と圏内の実需者との実質的な直接取引

を司能とする売貫方式。

小麦 ｜圃現行の国家貿易制度を維持するととちに、枠外税率（55月／kg）を維持。

廻既荏のWTO枠に加え、米国、豪~IJll、力ナダに国別枠を新設（国家貿易・ SSS 方式〉。

新設枠の数量は、 7年固まで拡大。

・既荏のWTO枠内のマークアップ（政府が輸入する際に徴収している差益〉を9年目ま

でに45%削減し、新設する国別枠内のマークアップち同じ水準に設定。圏別枠内に限

り、主要5銘柄以外の小麦を輸入する揚合にはマークアップを9年目までに50%削減

しだ水準に設定J
牛肉 ｜・最終税率を9%とし、関税撤廃を回避（米国等の近年のFTAでは類例を見ない「関税

撤廃の倒外」を獲得〉。

・16年目までという長期の関税削減期間を確保。

園関税削減期間中は、輸入急増に対するセーフガードを確保。

豚肉 ｜闇10年目までという長期の関税削減期間を確保。（従量税は近年の平均課税額23円／

kgの約2倍（50円／kg）に引下げ、従価税（4.3%）は撤廃）。

・差額関税制度を維持するととちに、分岐点価格（524円／kg）を維持。

冨関税削減期間中は、輸入急増に対するセーフガードを確保。

乳製品｜圃脱脂粉乳、バターについて関税削減・撤廃は行わず、 Tp P枠を設定し、枠数量は、最

近の追加輸入量の範囲内。

圃日本人の噌好に合うモッツァレラ、力マンベール、プロセスチーズ等の関税を維持。

置主に原材料として使われるチェダ一、ゴーダ等の熟成チーズやクリームチーズ等は関税

撤廃するものの、長い経過期間（16年目までの関税撤廃期間）を確保。

冨国産チエダー、ゴーダ等の主な仕向け先であるプロセスチーズ原料用チーズについて、

現行の抱合せ制度を維持することで、国産チーズに対する急激な需要減少を回避。

（資料：農林水産省「Tp P農林水産物市場アクセス交渉の結果（平成27年 10月5日公表）J) 
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( 3）グローバル化の進展

国内の農産物需要が縮小する一方で、世界の食市場は拡大が見込まれています。

日本の平成 26(2014）年の農林水産物・食品の輸出額は 6,117億円に達し、統計を取り始めて

以来の最高値になりました。農産物では、りんご、牛肉、緑茶等の品目が大きく増加しており、

また、加工品では、味噌や醤油等の「和食」に関係する品目が大きく増加しています。これらの

輸出額の増加は、「和食jのユネスコ無形文化遺産登録などにより日本産食品への海外での需要が

高まったことも要因のーっと考えられます。

日本にとっては、成長著しいアジア諸国や、購買力が高い人口を多く有する欧米諸国へ農林水

産物・食品を輸出していくことが重要となっています。

国農林水産物・食品の輸出額の推移圏

護問

1,non「 図農j針毎回林産物ヨ水産物

1, 000 

l!If怠16tf2 18 20 
(2004) (2｛）号時｝ (2008) 

6,00令ト

5, ¥JO{},, 

3,000 

乙00む

(2010) 

2/[ 

(2012) 
26 

(2014) 

（資料：農林水産省「平成 26年度食料・農業・農村白書（平成 27年 5月初日公表）」）

( 4 ）人々の生活スタイルや消費行動の変化

内閣府によって行われた農山漁村地域に関する世論調査（平成 26(2014）年8月公表）による

と、農山漁村地域への定住願望が「ある」または「どちらかというとある」と答えた都市住民の

割合が、前回調査より大きく増加し、約3割が農山漁村への定住に関心をもっているという状況

です。

こうした中、新たな生活スタイルを求めて都市と農村を人々が行き交う「田園回帰」の動きや、

定年退職を機に農村へ移り住む動きが見られるようになっています。三重県では、平成 27(2015)

年4月、東京に「ええとこゃんかみえ 移住相談センター」を開設し、県内への移住・定住に関

する情報発信や相談対応に取り組み始めており、農山漁村地域では、こうした動きをしっかりと

取り込み、若者の定住しやすい地域づくりを進めていくことが重要です。
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（資料：内閣府「農山漁村に関する世論調査J（平成 26年8月公表））

また、日本では、高齢化や小世帯化、女性の社会進出が進む中で、加工・業務用や少量・軽量

パックの需要の増加など需要構造等が変化しているほか、社会の成熟化に伴って個人の価値観や

ライフスタイルの多様化が進み、消費行動も変化してきています。

消費者の心理は、様々な意識調査が示すように「ものの豊かさJより「心の豊かさ」を選ぶ方

向へと変化しており、ものが市場にあふれでいる現在では、商品選択のうえで、それぞれの商品

が何を特徴としているのかという判断基準に加え、なぜその商品を購入する必要があるのかとい

う動機（共感）に基づ、いた消費行動が広がってきていると言われています。そうした中で、「売れ

る農業J「もうかる農業」の実現をめざす農業者等の取組においては、消費者に対する、安全・安

心、高品質、価格、機能といった「物質的価値」の提供だけにとどまらず、現在の社会や地域の

将来に対する思いを背景とした、生産・製造に取り組む姿勢（ストーリー）などの「精神的価値」

の共有も大切になっていくと考えられます。

( 5）女性の活躍の拡大

女性の活躍が成長戦略の中核に位置付けられ，女性が輝く社会の実現に向けた取組が様々な分．

野で展開される中、消費者視点での新商品の開発や販売など、様々な場面で女性の能力や感性を

生かした事業活動が展開されています。

近年、成長産業として位置づけられる農業分野でも、女性農業者と自動車メーカーや旅行会社、

ホテル等の企業が連携して、女性の力を商品開発等に積極的に生かしていく「農業女子プロジェ

クトJが国において立ち上がっています。

三重県内でも、松阪地区の農村女性アドバイザーによる地域の農産物をテーマにした喫茶・飲

食店の取組や、四日市地区の茶農家女子会によるお茶の新商品開発などの取組がみられ、今後も

各地で農業・農村の魅力や地域資源を生かした様々な展開が繰り広げられることが期待されます。



( 6 ）農業・農村の多様な可能性

0 介護食品等の新分野の開拓

高齢化が進展する中で、介護食品に関する市場規模は、噛むことや飲み込むことが難し

い人々だけでなく、低栄養の予防や日々の生活をより快適にしたい人々も対象として捉え

た領域の広い市場となることが期待されています。

また、食品の持つ機能性を企業などの責任のもとに表示できる新たな「機能性表示食品」

制度が平成 27(2015）年 4月に創設され、加工食品やサプリメントだけでなく、野菜や果

物などの生鮮食品も対象とされたことにより、今後、新たな市場形成につながる可能性が

あります。

これらの取組を進める企業等と農業者等が連携し、機能性など付加価値の高い農産物素

材の生産・供給を担っていくことが期待されます。

0 地理的表示

産地名と一体となった特色ある農林水産物・食品などの名称を、「地理的表示」として

国が登録保護する「地理的表示（GI)保護制度Jが、平成 27(2015）年 6月から施行

されています。この制度は、品質、社会的評価その他の確立した特性が産地と結び付いて

いる産品について、その名称を知的財産として保護するものです。

基準を満たすものには「地理的表示」およびGIマークの使用が認められることから、

地域ブランド産品として差別化が図られることや海外展開に寄与することなどにより、地

域ブランドの保護・活用による農山漁村の活性化や、農林水産物・食品の輸出の促進につ

ながることも期待されます。

0 ロボッ卜技術や ICT * （情報通信技術）の発展

担い手がその意欲と能力を存分に発揮できる環境を創出していくためには、ロボット

技術やクラウドシステムをはじめとした Ic Tを活用し、省力化や低コスト化を実現す

る技術を導入していくことが必要です。

こうしたロボット技術や Ic Tの導入は、労働力不足を補うことのほか、飛躍的な生

産性の向上や、高齢者も含め若者・女性等、多様な人材が活躍できる環境の整備につな

がると考えられます。

特に農業分野では、担い手の高齢化が進む中、「匠の技」のデータ化・マニュアル化等

や、農業機械のアシスト装置の導入により、若い世代への円滑な技術継承や、新規就農

者の増加が期待されています。
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・ロボッ卜技術、 I CT＊を活用したスマート農業のイメージ圃

側鰍l:f7$':Xト鰍r：：~城跡繊A 7ぎ抑システム1：：よポ継務詳しい
才ペV-S'＇ーでも裏 度必倖織が可書量と明書宮司直径寮婚醤や活費醤I~ダイレタトI立つ
怒奇書まti,.l'!IJ＼舎をデ」側主宮高島ごと管一主主げ、安心と艦載を趨iげる
著者等が滋織議華々 とトライ

（資料：農林水産省「平成 26年度食料・農業・農村白書（平成 27年5月26日公表）」）

',( 7）国土強靭化の動き

日本では、国土の地理的・地形的・気象的な特性から、過去に多くの災害に繰り返し苛まれて

きていることから、国土強靭化に向けた取組を精力的に進めるとともに、いかなる事態が発生し

でも機能不全に陥らない経済社会のシステムの構築に向けた検討を行っていくことが重要となっ

ています。

また、高度経済成長期に整備した道路や建物などのインフラが老朽化し、一斉に耐周年数を迎

えることから、それぞれの劣化の状況に応じた適時適切な補修・更新等を行い、施設の長寿命化

と維持管理費用の低減を図っていく必要があります。

特に、三重県では、近い将来に南海トラフ地震が発生することが危1具されていることから、基

幹的な施設や、人命等に影響の大きい施設から詳細な調査を実施し対策工事等を進めていくとと

もに、行政や関係者が大規模地震や津波等の災害に備えた業務継続計画（BCP ＊）を作成し、事

前準備や初動体制の強化等に取り組むことにしています。

(8）農業の成長産業化に向けた国や県の動き

農業生産額が大きく減少する中、基幹的な農業従事者の平均年齢が66歳となり、耕作放棄地が

20年間で2倍に増えるなど、待ったなしの課題に直面する農林水産業・農山漁村の本来の活力を

取り戻すため、国においては、農林水産業を産業として強くしていく「産業政策Jと、国土．保全

といった多面的機能を発揮するための「地域政策Jを車の両輪として、関係府省が連携し、内閣

をあげて取り組むとの方針の下、農林水産業・地域の活力創造本部が設置され、必要となる施策

が検討されました。
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平成 25(2013）年 12月には、「農林水産業・地域の活力創造フラン」がまとめられ、農業・農

村全体の所得を 10年間で倍増させることを目指し、「①国内外の需要（需要フロンティア）の拡

大J、「②需要と供給をつなぐ付加価値向上のための連鎖（バリューチェーン＊）の構築Jなど収入

増大の取組を推進するとともに、農地中間管理機構を通じた農地の集約化などの生産コスト削減

の取組や、経営所得安定対策＊と米政策の見直しなどの「③生産現場の強化」、併せて、農村の活

性化や日本型直接支払制度などの「④農村の多面的機能＊の維持・発展」を図る取組を進める、と

いう政策の四本柱が明確にされました。

平成 27年（2015年） 3月には、このプランに沿って新たに「食料・農業・農村基本計画」が

策定され、この計画に基づき、若者たちが希望を持てる「強い農業」と「美しく活力ある農村」

の実現に向けた様々な施策が展開されています。

さらに、平成 27(2015）年 10月にTp Pが大筋合意に至ったことをふまえ、これに関連した政

策として、｛総合的なTpp関連政策大綱iが同 11月に決定され、農林水産分野では、「⑦攻めの

農林水産業への転換（体質強化対策）Jとf②経営安定・安定供給のための備え（重要5品目関連）！

の2つを柱に「農政新時代Jを創造していくこととされていますc

また、三重県は、豊かな食材や多様な食文化、特徴ある食関連企業の立地など、「食Jに関連す

る高いポテンシャルを有しており、食関連産業は今後の成長が期待できる産業分野となっていま

す。

こうしたことを背景に、「『食』で拓く三重の地域活性化」をテーマに、国の改正地域再生法の

認定を平成 27(2015）年 1月に受けたところです。

認定された計画を着実に実行するとともに、食関連産業の付加価値を高め、三重の「食」を積

極的に国内外に発信することで、観光誘客や海外市場の獲得につなげていくための将来に向けた

取組方向として、「みえ食の産業振興ビジョン」を策定し、食関連産業の振興を通じた地域経済の

活性化を図る取組を始めています。

三重県の農業・農村の現状と課題
怒れなえ子一XJ!lh合 fも；2;rEoi'をさ翠寺宗主主主主ふさと：γ.＇＼；＇：＇＂＇：さまで主主

( 1 ）耕地

。耕地面積は、年々減少してきでいます。平成 16(2004）年から平成 26(2014）年まで

の直近 10年間で、耕地面積の約 4.6%にあたる、約 2900haが減少しました。

。耕作放棄地面積は、生産条件が不利な中山間地域を中心に増加してきでおり、平成

22(2010）年には県全体で 7223ha、全耕地に占める割合は 11. 7%となっています。

。耕地利用率は、農業・農村がおかれた厳しい情勢を反映して年々低下してきでいまし

たが、水田における麦・大豆・飼料用米等戦略作物の生産拡大の取組によって平成 20

(2008）年以降わずかに上昇し、近年は 90%程度の水準で推移しています。

。県民の皆さん等への食料の持続的な供給や、洪水防止をはじめとする農地の持つ多面

的機能＊を維持していくためにも、県内の優良農地を維持・保全し、食料生産の基盤を

強化していくため、農地の適正な管理や有効利用を図っていくことが重要な課題とな

っています。
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（資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」）

圃耕作放棄地面積の推移・

l一 面 積 十耕地に占める割合l
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12首
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2略
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（資料：農林水産省「農林業センサス」）

・耕地利用率の推移園
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（資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」）
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( 2）計画的な農業農村整備の推進

①農業の競争力強化に向けた整備の推進

。農業の競争力強化に向け、農地のほ場整備や農業用水路のパイプライン化キなどの生産

基盤の整備を計画的に進めています。

。県全体のほ場整備は、要整備面積43OOOhaに対して、平成 26(2014）年度末までに

36, 072haが完了し、その整備率は 83.9%となっています。経営規模の拡大や担い手へ

の農地集積による生産性の向上を図るためには、ほ場の区画拡大を進めるとともに、

排水条件等を改善し水田を有効活用していくことが必要です。

。また、パイプライン化は、要整備面積 21500ha に対して、平成 26(2014）年度末まで

に水田を中心に 6,18lhaの整備が完了し、その整備率は 28.7%となっています。農業

者の大きな負担となっている水管理労力を軽減するとともに、意欲ある担い手への農

地利用集積や地域の実情に即した営農しやすい環境づくりのため、パイプライン化に

よる水管理や維持管理の省力化を推進していく必要があります。

②災害に強い安全・安心な農村づくり

。農業用ため池や排水機場等の多くで老朽化が進行していることから、大規模地震や風

水害に備えて、農業用ため池や排水機場等の整備や耐震調査等を進めています。

。平成 26(2014）年度末までに農業農村整備事業で改修されたため池は 237か所（全体の

7. 5%）で、うち耐震対策済は42か所（1.3%）に留まっています。人命や財産への甚

大な被害が想定されるため池は、早急に補強対策等が必要であることから、総合的な

判断のうえで、優先順位を付けて計画的に改修を進めていく必要があります。

。また、これまでに湛水防除事業等により、 139か所の排水機場を整備してきましたが、

平成 27(2015）年度末にはこのうち 98か所（全体の 71%）が標準耐用年数を超え更新

時期を迎えることから、機能診断、耐震診断の結果をふまえて、優先順位を付けて施

設の計画的な更新や長寿命化、耐震対策を行う必要があります。

圃パイプライン化整備面積および整備率の推移回 固排水機場の施設築造経過年数園

(ha) 
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（資料：三重県調べ）
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( 3）農業者

・販売農家数は年々減少してきでおり、平成 26(2014）年までの直近9年間で約 30%減少

しています。また、農業就業人口は、平成 26(2014）年までの直近9年間で約 35%減少

するとともに、平成 26(2014）年には 65歳以上が 70%を占め、高齢化が進んでいます0

・認定農業者＊や農業生産法人など意欲と経営感覚に優れた経営体数は、平成 21年（2009

年）までは増加傾向にありましたが、近年は、高齢等の理由で認定農業者の更新率が

低下するなど増減しています。

。新規就農者数は、農業生産法人等への就職も含めて、 50人から 70人程度で推移して

きましたが、平成 21(2009）年度以降は厳しい雇用・経済状況の影響や就農促進対策等

の効果もあり、年間 100人を超える水準で推移しています。

.新規就農者のうち約8割が非農家出身で、法人就農の割合も約7割と高くなっていま

す。

．若い農業者が農業の未来を切り拓いていけるよう、効率的な技術習得や農地の確保な

ど就農環境の整備を進めるとともに、規模拡大・経営発展など新たなチャレンジを応

援することなどを通じて、農業経営体の雇用力を高めていく必要があります。

・販売農家数の推移圃

（戸）
80,000 
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（資料：農林水産省「農林業センサスj、「農業構造動態調査」（H26))
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圏農業就業人口の推移（販売農家の、主として農業に従事した世帯員数）圏
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（資料：農林水産省「農林業センサス」、「農業構造動態調査」 CH26))

圏認定農業者＊数の推移圃

2300 （経営体）

2200 

2100 

2000 

1900 

1800 

2266 
2232 

平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22 平23 平24 平25 平26

(2001) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) 

（資料：三重県調べ）

園新規就農者数の推移圃
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( 4）企業笠多喜ぎな分野士、三の農業参入

。平成 21(2009）年度に農地法が改正され、賃借であれば企業等の農業参入が可能となっ

たことなどから、平成 26(2014）年度末時点で 28法人が農業経営に参入しています。

・農業従事者の高齢化の進行や担い手不足等の農業・農村を取り巻く状況をふまえると、

多様な分野からの新たな農業参入の拡大を図ることが重要な課題です。

圃農業参入企業数の推移園
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（資料：三重県調べ）

( 5 ）農業と掻祉の連携

.近年、農業を始める福祉事業所が増加しています。平成 26(2014）年度末時点で、県内

の33福祉事業所が農業に参入しており、農業分野における障がい者の就労人数は478

人となっています。

φ平成 27(20日）年同月には、農業分野における障がい者の就労拡大・定着や関係者の

ネットワーク化をめぎして、農福連携に取り組む福祉事業所や農業経営体などで構成

される協議会が設立されました。

圃農業に参入する福祉事業所の推移・
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（資料：三重県調べ）
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( 6）農業生産

。三重県の平成 25(2013）年の農業産出額は 1114億円で、うち、畜産が 30%程度、米が

25%程度を占めています。

。平成2(1990）年の 1575億円と比較して、主食用米の需要減少や米価の低迷が大きく

影響し 30%の減少となっているものの、最近は 1100億円前後で推移しています。

。農業資材価格等は年々上昇傾向にあるとともに、特に近年には、世界的な肥料需要の

増大等を背景とした肥料原料価格の高騰が、燃油高騰などとともに農業経営を圧迫す

る要因の一つになっています。

。人口減少による国内需要の低迷など農業経営を取り巻く厳しい状況等をふまえると、

安全・安心な農産物等が需要に応じて安定的に供給されるよう三重県の食料自給力の

維持を図るとともに、意欲ある農業者が持続的・発展的に経営を展開していくことが

できるよう、収益性の向上や新たな需要の創出に向け、 6次産業化や、食品加工、外

食、流通など食に関連する企業問の連携を促進するなどの食の産業振興が求められて

います。
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・食料自給率（カロリーベース）の推移・
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圃圃主な農産物および震業生産資材価格指数（平成元年＝100）の推移（全国）
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( 7）食の安全・安心の確保

。食の安全性を確保するため、平成 16(2004）年度から「農畜水産物安全確保監視指導

計画」を策定し、農薬や肥料、米穀、家畜、飼料等の販売業者等を対象に、計画的

な立入検査等を実施しており、事業者のコンブライアンス（法令道守）の意識は高

まっているものの、県内において平成 25(2013）年度に米穀の不適正な流通事案が発

生しました。

⑤再発の防止に向け、平成 26(2014）年度から 10月を「食の安全・安心確保推進月間」

と定め、関係部局の連携によるコンブライアンス研修会の開催、米穀の科学的分析

検査を実施しています。

。 また、平成 26(2014）年度には米穀コンブライアンス推進員を配置し、県内の米穀取

扱事業者102者に対しコンブライアンス意識に関する聞き取り調査を行うとともに、

一事業者が自主的に行う研修会への講師派遣により、コンブライアンス体制の整備に

向けた取組を支援しました。

。米穀取扱事業者を対象とした聞き取り調査の結果、基本的には、法令を遵守した業

務運営に努めているものの、コンブライアンス担当部署や担当責任者が位置づけら

れていない、社員にコンブライアンス研修を実施していない例が見受けられました。

このため、引き続き、研修会等により、コンブライアンス意識の向上を図っていく

必要があります。

( 8 ）みえフードイノベーション＊の形成や6次産業化による新たな価値の創出

。平 成 24(2013）年より、「みえフードイノベーション」の取組により、地域資源を有効

活用した新たな商品開発に産学官が連携して取り組んでいます。「みえフードイノベ

ーション・ネットワーク勺の会員数は 356会員（平成 27(2015）年3月末）となり、

ネットワークが広がるとともに、会員相互の連携促進などにより、 43件のプロジェ

クトが創出され、県内各地で、新たな価値を創出する機運が高まっています。

。 「三重県6次産業化キサポートセンターJの設置や6次産業化プランナーの派遣など

により、農林水産業者が自らの生産資源を用いて加工や販売に取り組む6次産業化

を推進しています。「六次産業化・地産地消法」に基づく総合化事業計画の認定数は

50件（平成 27(2015）年3月末現在）となっています。認定された 50件のうち、農

畜産物の加工・販売は 38件、林産物の加工・販売は6件、水産物の加工・販売は6

件と、農業分野での取組が先行しています。

圏6次産業化に取り組む農家・組織数の推移注圏

（経営体）
200 

150 

100 

130 
157 

94 

。 ？一一 rャ

so 

平23(2011）平24(2012） 平25(2013）平26(2014)

（資料：三重県調べ） （注：普及センターにおいて支援対象とした件数）
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( 9）農畜産物の輸出の促進

・平成 22(2010）年度より、生産者団体と協働で、本県の主要な園芸品目である東紀州

地域の「みかん」のタイへの輸出促進に取り組んでいます。タイの高級スーパーで

の試食販売や在タイ日本大使館レセプションへの出品など、官民一体となった取組

により、県産柑橘類の輸出実績は約 21.8トン（平成 26(2014）年度実績）となってい

ます。

・みかんに続く品目として、県内最大の柿産地が平成 26(2014）年度にタイへの試験輸

出に取り組み、売上が好調であったことから、本格的な輸出に向けた機運が高まっ

ています。

・県産ブランド午肉の海外輸出を促進するため、平成 26(2014）年度に、三重県農林水

産物・食品輸出促進協議会の畜産部会と連携し、米国のシアトルおよびオーランド

における米国のバイヤ一等を対象としたフレゼンテーションや、レストランの経営

者等4者の県内生産現場への招へい等を通じて、商談機会の創出に取り組みました。

米国2社との取引が始まったほか、複数の商談が継続しています。

・平 成 25(2013）年度に、本県における農林水産物等の輸出の実態と課題を把握するた

め、県内の農林水産業者や食品事業者等 (147社）を対象に、訪問による聞き取り調

査を実施しました。この調査の結果、 147社のうち「現在輸出を行っている事業者」

は65社となり、そのうち、「新たな輸出先国に販路を作りたいJという回答が63%

(41社）と最も多く、輸出先国の多様化を進める意向が高い結果となりました。

・県内の輸出取組事業者（65社）の今後の方針（平成25年度訪問調査）・

0百 10% 20目 30覧 40% 50% 60百 70%

①既存輸出国で輸出拡大

②新規輸出先開拓

③新規商品輸出

④現輸出量継続

⑤縮小園3%

⑥輸出しない

⑦その他

不明
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(10）地域活性化プラン＊の取組による農業・農村の活性化

。地域資源を活用した、新たな価値の創出につながる取組を実践する集落や産地等の

育成を図るため、平成 23(2011)年度から、集落や産地等の活性化に向けた地域の活

動計画「地域活性化フラン」の策定やその実践取組に対する支援に取り組んでいま

す。

。 「地域活性化プラン」はこれまでに 218プラン（平成 27(2015）年3月末）作成され、

専門家派遣や普及指導員によるアドバイスにより、商品の改良や販路開拓に向けた

初期的な支援を展開しています。

。平成 23(2011）年度から平成 26(2014）年度に策定された 167フランを対象に「経営状

況アンケート」を実施したところ、フラン策定時に比べ、売上・利益等が増加した

プランの割合が 51% (85件）となり、もうかる農業の実現に向けて取組が進展しつ

つあります。

覇地域活性化プラン 経営状況アンケー卜結果（167プラン対象）圏

大きく減少し

た文はあまり

達成できなか

った

減少した文は

少し達成した

増減なし文は

半分程度達成

した
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（資料：三重県調べ）



( 11)野生鳥獣による被害

．野生鳥獣による農作物被害は、集落ぐるみの対策等を進めてきた結果、平成 26(2014)

年度には約 2.9億円となるなど、近年徐々に減少する傾向にありますが、依然として

深刻な状況が続いています。

・被害の大きい中山間地域の農業者を中心に生産意欲の減退等深刻な影響が生じてきて

いることから、今後も有害鳥獣に対する効果的な被害防止対策等を総合的に講じてい

く必要があります。

・野生鳥獣による農作物被害額の推移・

3.2億円

3.9億円

5.0億円

4.6億円
4.3億円

3.7億円

（百万円）
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。

（資料：三重県調べ）

農村社会

・農家世帯の年齢構成を見ると、販売農家の世帯員に占める 65歳以上の割合が確実に高

まってきています。一方、 39歳以下の割合は大きく減少しており、平成 26(2014）年に

は1/3を下回る状況となっています。

．農村地域の高齢化、人口減少等により、地域の共同活動等によって支えられている多

面的機能＊の発揮に支障が生じつつあることから、国の交付金を活用し、農地・農業用

施設の維持保全活動や、生態系、景観の保全、農村の文化の維持伝承活動等への支援

を進めています。平成 26(2014）年度の取組集落数は 782集落となり、年々拡大してい

ます。

．このような中、農村社会を維持発展させていくためには、農村における新たな就業機

会や雇用を創出し、若者の定住につなげていくことが必要です。

-20 -

、‘．，，n’’』
4

・・・・，
E
E

、



10 -1-－暢輔直 40～49

：：｛：~：~d一一－ 39歳以下
n ～ 

きキ（｝：・i
－－，－田島一

平26 ~ 
(2014) 

65歳以上

-・ 60～64 

50～59 

（販売農家の世帯員）の年齢別割合の推移国圏農家人口

100% 

75% 

50% 

25% 

県総人口に占

める割合平22

(201 o~ 

平17

(2005) 

平f2 

(2000) 

平7
(1995) 

平2
(1990) 

0% 

（資料：農林水産省「農林業センサス」、「農業構造動態調査但26）」、総務省「国勢調査」）

圏農地・農業用施設の維持保全活動の活動農用地面積と取組集落数の推移闘
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食料は、人間の生命の維持に欠くことのできないものであるとともに、健康で充実し

た生活の基礎として重要なものです。このため、安全性が確保され、、安心して消費でき

る食料が、将来にわたって、持続的に供給される必要があります。

しかし、圏内での食料供給力は依然低位で、農業従事者の高齢化の進行など将来的な

農業生産の不安定要素もある一方、国際的には、地球規模での気象変動や発展途上国を

中心とした人口の増加などから、中長期的には食料需給の逼迫が心配されるなど、食料

を取り巻く環境は予断を許さない状況にあります。

三重県においても、県段階のカロリーベースの食料自給率は平成 25(2013）年度で43%

と横ばい傾向にあることから、今後、需要に応じた食料供給力の向上に取り組み、安心

して食べられる農産物を安定的に供給することにより、県民の皆さんへの食料供給に対

する安心感を醸成していく役割を果たしていく必要があります。

農業・農村の活性化に向けた基本的な考え方

( 1 ）農業・農村の果たす役割

農業・農村は、農産物を安定的に供給する基本的な役割とともに、農業生産や農村地

域のさまざまな活動を通じて、県土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景

観の形成、文化の伝承等の多面的な機能を有しています。

特に三重県の農業・農村は、南北に長く、海岸線から山脈に至る多様な地形を有する

県土や自然環境の中で、それぞれの気候・風土に適した農産物を供給するとともに、豊

かな農村景観や歴史・文化を育んでいます。また、中規模都市が連なる都市構造を有し、

県民の皆さんの生活の場へ身近に多面的機能を提供しています。

県民の皆さんがゆとりと豊かさを実感できる暮らしをおくるうえで、農業・農村が発

揮する多面的機能は欠くことのできないものであり、将来にわたり持続的に多面的機能

を発揮していく役割があります。

三重県の産業全体から見れば農業生産額の占める割合は小さいものですが、近年、大

規模な農業経営や農業生産法人などの企業的な経営が増加しているとともに、他産業か

ら農業に参入する企業も現れてきています。

また、自ら生産する農産物を使用した加工食品の開発や農家レストランの開業など、

自ら生産した農産物に付加価値を付けて販売する6次産業化に取り組む農業者が増加し

ており、その販売額も年々増加するなど、地域に新たな活力を生み出してきでいます。

さらに、農産物の機能性を生かした新商品の開発や太陽光利用型の植物工場の開設、

果樹や牛肉の海外輸出など「もうかる農業」の実現に向けた新たな価値創出への取組も

育ちつつあります。

こうした新たな農業・農村の活動は、地域経済の循環と地域就業の場として大きな役

割を担っています。

nru 

nyん



( 2）取繕展開iこ向けた基本詳幾碍嘉基副長品名争等金基本視点、

人口減少の本格化やグローバル化の進展など、社会経済情勢は大きく変革しており、

今後、こうした状況に的確に対応し、中長期を見通した新たな発想で農業・農村の活性

化に取り組んでいくことが必要です。

また、三重県の農業・農村を次の世代に継承していくためには、国内外における需要

の取り込みや新分野への積極的なチャレンジなど、「もうかる農業Jの実現に向けた戦略

的な取組を促進することにより、新たな雇用の創出と若者の定住につなげていくことが

重要です。

こうしたことをふまえて、「食産業の核となる『もうかる農業』の実現に向けた取組の

展開」「農業の未来を切り拓く創造的農業経営に向けた人材の育成J「『協創＊』による持

続的な地域活動の展開」の3つを取組展開に向けた基本視点としました。

｜ 食産業の核となる I 
"'・ I 「ちうかる農業」の lι.； ft•／ 川

実現に向けた取組の展開 ｜ 

農業の未来を切り拓く

創造的農業経営に向けた

人材の育成

「協創＊」による持続的

な地域活動の展開
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＼ベー？？？？でてていごr~，， 食産業の核となる「ちうかる農業」の実現に向けた取組の展開

これまで、農業・農村の果たすべき基本的な役割である農産物の安定供給を図るため、

持続的な生産体制の構築を進めるとともに、消費者の食に対する多様化するニーズに応え、

マーケットで支持される農産物の生産振興に取り組んできました。

これまでの取組を通じ、経営規模の拡大や経営の多角化、法人化、食品事業者との連携

による新商品の開発など、「もうかる農業」の実現に向けた取組が生まれつつありますが、

大きな潮流になるまでには至っていない状況にあります。

一方、国・地方を挙げて人口減少の克服・地方創生の動きが本格化する中、本県の強み

である豊かな食材や多様な食文化など、「食」の有するポテンシャルを最大限に活用するこ

とにより、「食」と一体となってその価値を発揮し、農業・農村の活性化につなげていくこ

とが求められています。

このような中、農業・農村が、消費者の「食」に対するニーズに応え、マーケットで支

持される安全で安心な農産物を安定的に供給するという普遍的な役割を発揮できるよう、

生産体制を維持していくとともに、農業が主体的に「食jの魅力を提案することを通じて、

「もうかる農業」につなげていくことが必要です。

そのためには、地産地消をはじめとした地域経済の好循環の実現、加工・中食、飲食・

宿泊サービス、流通・販売など食の関連事業者との連携した新たなマーケットの創出、伊

勢志摩サミット等を契機としたインバウンドや国内誘客への対応などにより、収益性と高

付加価値化を意識した農業を展開していくことが重要です。

又ヤ ／

'.trW8組視点j···i·•·•·••.J 食の関連事業者との連携による新たなマーケツドの創出
国製粉事業者とのサプライチェーン＊活用による小麦の生産拡大

圃米穀事業者との連携による県産米の販路拡大

国加工・業務用需要に対応できる野菜産地の育成

田農産物の機能性を生かした高付加価値化と商品開発

取組視点l?•rl県産農産物の魅力の発信
圃多彩な県産農産物の価値を伝える取組を企業等と連携しながら推進

圃旅行関連事業者や飲食店等との連携により、国内外旅行者へ「食の魅力」を発信

圃来県者も意識した地産地消や食育＊の推進

輸出に向けたチャレンジ
固果樹など園芸品目の輸出促進

圏茶産地における JGAP＊などの認証取得促進などによる茶の輸出への支援

圏県産ブランド牛肉の輸出促進
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農業の未来を切り拓く創造的農業経営に向けだ人材の育成

人口減少の本格化やTpp＊などの経済連携の拡大、グローバル化の進展など社会経

済情勢が著しく変動する中、農業が持続的に発展していくためには、効率的かつ安定的

な農業経営を育成するのみならず、従来の発想にとらわれず、創意工夫を発揮して、農

業の未来を切り拓いていく雇用力のある農業経営体を育成することが重要です。

また、農業者の高齢化が進展する中で、若い農業者が不足するとともに、大規模経営

体にあってもマネジメントをサポートする人材が不足するなど、農業の若返りが求めら

れています。

このようなことから、農業経営体の多角化や雇用力強化などによる経営革新を促すと

ともに、若者が就労の場として農業を選べ、次代の農業を担っていける資質を習得でき

る環境づくりや農業生産性向上を図る農業生産基盤の整備を進めることにより、次世代

農業の主軸となる担い手の確保・育成を図ることが必要不可欠となっています。

＼え会長〆／

多様な震業経営体の確保・育成
園開の対策等の活！日によるTp P対応の円滑な推進

園農地中間管理機構を通じた農地集積・集約化による農業経営規模の拡大

園経営の多角化や法人化など、経営発展に向けたチャレンジを支援

国異分野のノウハウや発想を生かした企業・福祉事業所等の農業参入の促進

国集落営農組織キ等の育成による持続的な農業生産体制の構築

次世代農業の主軸となる担い手の護保・育成

園就農準｛藷から定事まに至る切れ自のない就農支援

園産学官が連携してパッケージで農業ビジネス人材を育成する仕組みを構築

圃移住促進策とも綿密に連携しながら、 U ・ Iターン＊者の受入環境を整備

園農業就労への意欲を醸成するため、大学生等を対象に就労体験を実施

農村女性の活躍の揚の創出
園女性の就農や起業を促進

圏仕事と育児等の両立などワーク・ライフ・バランス＊の取組を促進

取組調点.4:/il農業生産基盤の整備・保全と強靭化
盟農業生産基盤の整備や農業用施設の老朽化対策を計画的に実施

璽大規模災害に備え、早期復旧・復興に向けた農業版Bc p ＊を策定
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「協創勺による持続的な地域活動の展開

農村は、国民に食料を安定供給するとともに、国土の保全や水源の酒養、文化の継承な

ど多面的な機能を有しており、その役割への国民の期待はますます高まってきています。

一方、農村においては、我が国が直面する高齢化や人口減少が都市に先駆けて進行する

中で、集落機能や地域資源の維持が困難な状況になっており、農村の役割が十分に発揮さ

れるよう、農村の振興を図ることは待ったなしの課題となっています。

このような中、農業・農村の有する多面的機能＊の維持・発揮を図る地域活動を支援す

るとともに、獣害対策や地域資源を活用した地域活性化の取組等、地域の創意工夫を生か

した取組への支援を進めてきた中、一部では先進的な取組も生まれてきています。

今後、こうした取組を多様な主体の活躍による「協創Jの視点で、持続的な地域活動に

発展させていくとともに、多様な地域の資源や魅力を生かした新たな雇用の創出と若者の

定住につなげていくことが必要です。

地域の特性を生かじた農柑の活性他

＼中山間地域農業への振興：：＇
国中山間地域において多様な雇用機会の創出を図るプロジェクト活動を展開

・集落営農組織＊等の育成による持続的な農業生産体制の構築

農業4農村の育tる多面的機能の維持・発揮
・農地・農道・水路等の地域資源の保全や景観形成に向けた共同活動を支援

園中山間地域における持続的な農業生産活動を支援

獣害！こつよい農村立：くり
・野生鳥獣による被害防止や生息数管理、獣肉等の利活用を促進する総合的な獣害対

策を展開

災害に強い安全ー安I~＼な農村づくり
・農業用ため池や排水機場、農道等の老朽化対策や耐震対策を実施

・農道や農業集落排水施設の整備等による快適な農村生活環境づくり

-26 -



( 3 ）めざすべき将来の姿

三重県の農業・農村の活性化のためには、食に対する県民の皆さんの多様化する期待に応え

るとともに、将来にわたって農業が持続的に営まれることが重要です。

こうしたことをふまえつつ、三重県農業・農村がめざしていくべき具体的な4つの姿を定め

て、その実現に向け、計画的かつ着実な取組を進めていきます。

〈〉 多様な流通に対応できる産地が育成されるとともに国内外販路開拓に向けた環境が整

備されることにより、消費者や食品産業事業者のニーズに対応できる農産物の生産・流通

体制が整い、マーケットで支持される農産物が安定的に供給されています。

＋ 行政による農薬等の使用や食品表示についての適切な監視・指導が行われるほか、

食に対する一層の安心感、信頼感の醸成につながる自主管理が生産、加工、流通に携

わる人びとに定着し、安全・安心な農産物が供給されています。

ぐ③三足農業：rEJ表翠莞男IQ.括的玄りζ厚恩"/]J.(!;J；ある農業務導体型奮し盛苓tk室長1否姿；・y.i・・・・

＋ 経営の法人化・多角化や雇用力強化、経営規模の拡大など、創造的農業経営をめざす

農業経営体の育成や農業生産基盤の整備・保全等を通じ、力強い農業経営が実現してい

ます。

＋ 農業への就業を希望する方を対象とした総合的な支援の展開や企業などの農業参

入の促進を通じて、若者が就労の場として農業を選べる環境が整い、農業の次世代へ

＼ の円滑な継承が実現しています。

9会i農揖広君！芝、委埋壇j吉右）~Iヨ主主墾車型機~~~0：段重；揮が璽~i1~k)i季窒·Clii·i 払：；：泌）
〈〉 地域に暮らす人びとや地域内外のさまざまな主体が参画する中で、農村の豊かな資

j原を活用した多様な地域活動が展開されることにより、新たな雇用の場が創出され、

地域の活力が向上しています。

＋ 地域防災力の強化や生活環境の整備、獣害につよい集落づくりが進むとともに、多

面的機能を維持・発揮させていく体制が整うことにより、安心して暮らすことができ

る農村が実現しています。

身勺禽φ関連事三業室と1塁壁.~.~暫乏なfijjtfi壊やマ：L0/J：民同：出窒れ？とを），~姦た泌総
＋ 豊かで健全な食生活への志向が広がる中で、多様化する期待に応える新たな価値が

農業や食品関連産業等に関わるさまざまな主体から提案され、地域資源の特徴を生か

した競争力ある産品等が提供されることにより、県民等の皆さんの豊かな暮らしにつ

ながっています。

〈〉 県民の皆さんや消費者が県産農産物の魅力に触れる機会が増え、農業が果たす価値

への理解が進むことにより、農業が県民の皆さんや消費者から適正に評価、支持され

ています。
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2 三重県の農業・農村の活性化に向けた施策の展開

消費者の「食」に対するニーズに応え、安全・安J~＼な農産物を安定的に供給するだめ、
農業の生産体制の維持・発展を図ります。

また、農業を若者にとって魅力のある産業としていくため、国内外における需要の取り

込みなど、「ちうかる震業」の実現に向けた戦略的な取組を促進することにより、収益性

と高位加価値化を意識した農業の展開を図ります。
さらに、行政による農薬等の生産資材の使用や、米穀等の食品表示についての適切な指

導・監督を行うとともに、食に苅する一層の安J~＼感、信頼感の醸成を図るため、生産、加
工、流通に携わる人びとによる自主管理の定着を促進します。

農業生産によって得られた農産物、これらを原料とする加工農
産物の生産額の合計（農林水産省生産農業所得統計・三重県調べ）
（経営所得安定対策＊等による交付金等を含む）

調査中 強誼E色

※平成 37年度の目標値は、平成 38年春に把握できる平成 36年の実績値により測ることとし

ます。（農林水産省公表資料・三重県調べ）

本県では、平野部の水田地帯を中心に、米や小麦、大豆などの水田活用作物が生産されて

いるほか、中山間地域においては、柑橘や茶、畜産物など、地域特性を生かした多彩な品目

が生産され、本県の「食」の魅力の向上に貢献しています。

一方、農業産出額は、稲作依存度が高い本県農業の実状から、主食用米の需要減少や米価

の低迷から、平成2(1990）年の l,575億円と比較して平成 25(2013）年には 30先減の l,114億

円となるなど、厳しい状況となっています。

このような中、安全・安心な農産物等を需要に応じて安定的に供給していくためには、農

産物供給力の維持向上に努めるとともに、本県の強みである豊かな食材や多様な食文化など、

「食」の有するポテンシャルを最大限に活用し、消費者が期待する価値を発揮することで、

「もうかる農業」の実現につなげていくことが必要です。

また、消費者の食の安全・安心への関心が高まる中、農水産物の生産や流通に至る一貫し

た監視指導等に取り組んでいますが、米穀の不適正流通や食材の不適正な表示、近隣諸国に

おける高病原性鳥インフルエンザ＊・口蹄疫＊の発生など、食に関するさまざまな問題が発生

しています。食の安全・安心に対する消費者の不安を解消するため、家畜防疫の強化や農薬

等の生産資材の適正使用管理、米穀等の販売事業者の監視・指導の徹底、安全・安心な農産

物生産システムの構築を図ることが必要です。
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(tl皇室里担左良ふ

① 農業を若者にとって魅力のある産業としていくため、国内外における需要の取り

込みなど、「もうかる農業」の実現に向けた戦略的な取組を促進します。

② 穀類の生産力を強化するため、地域特性を生かした米のブランド化や需要に応じ

た麦・大豆・飼料用米等の生産拡大を進めます。

③ 園芸産地の維持・発展を図るため、加工・業務用需要や海外市場への対応、栽培

する品目の複合化など、産地改革を進める園芸産地の取組を支援します。

④ 畜産業の健全な発展をめざして、畜産業の競争力強化を図るための高収益型畜産

連携体づくり、生産基盤や防疫体制の強化、県産畜産物のブランド力向上、流通体

制の整備等に取り組みます。

⑤ 伊勢志摩サミット等を契機に、国内外からの誘客に対応するため、県産農産物の

国内外への魅力発信に取り組みます。

⑥ 米穀等の販売事業者の監視・指導を徹底するとともに、農産物の生産工程管理お

よび衛生管理の推進、農薬・肥料等生産資材の適正な流通・使用指導を進めます。
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【基本事業ト1】需要に応じた水田農業の推進（担当：農産園芸課）

需要に応じた水田の活用を図るため、工主主史米政策の見直しへの円滑な対応を図りつつ、

製粉事業者とのサブpライチェーン＊の強化による小麦の生産拡大や需要に応じた大豆、飼料用

米等の生産拡大、地域の特性に応じた新たな作目の導入などを経営所得安定対策キ等の活用に

より促進します。また、「結びの神＊」をはじめ、地域特性を生かしたブランド米の生産拡大

や新たな地域ブランド米の育成、米穀事業者との連携による県産米のシェア拡大に取り組み

ます。

さらに、県産米の品質向上を図るため、ほ場管理システムと連動した作業機械の導入など、

I CT* （情報通信技術）等を利用した高度管理技術の活用を進めます。

県民の皆さんが食料として消費する米、小麦、大豆のうち、県

内産により供給が可能な割合

77% I 81 % 
（平成 26年度） ｜ （平成 36年度）

※平成 37年度の目標値は、平成38年春に把握できる平成 36年度の国概算値により測ること

とします。（農林水産省公表資料）

【基本事業 1-2】消費者ニーズに応える菌芸等産地形成の促進（担当：農産園芸課）

関芸産地の維持・発展に向け、 Tp Pキへの円滑な対応を図りつつ、野菜における加工・業

務用需要への対応や、栽培する品目の複合化、果樹の輸出、茶の輸出に向けた JGAP＊など

の認証取得、需要が高く特色ある花き・花木等の品種の導入など、国内外の新たな需要の取

り込みにより、産地改革を進める園芸産地の取組を支援します。また、伊勢志摩サミットな

どのイベントを契機に、県産園芸品目の魅力発信を支援します。

加工・業務用需要や海外市場への対応、栽培品目の転換による

新産地の育成など、新たな視点を取り入れた産地展開に取り組む

園芸等産地数（累計）

日鹿状i産
主盛
込産盤

（平成 26年度） 旦産主i

（三重県調べ）
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【基本事業ト3】畜産業の健全な発展（担当：畜産課）

畜産業の競争力強化に向け、 Tp Pへの円滑な対応を図りつつ、畜産農家を核に関連産業

等が連携する高収益型畜産連携体づくりを進めるとともに、自給飼料の生産拡大や肥育素牛

の県内生産体制の構築、県産畜産物のブランド力向上と国内外の販路拡大の促進等に取り組

みます。また、県産畜産物の安全・安心と安定供給を確保するため、家畜伝染病に係る防疫

体制の強化や、基幹食肉処理施設の機能充実と必要な施設整備の検討を進めるほか、畜産経

営の安定化を図るため、国の経営安定制度等の活用を促進します。

畜産経営体を核として、耕種農家や関連産業、異業種等が連携

し、生産コスト低減や畜産物のブランド化等によって収益力の向
上および雇用の創出等をめざす連携体数（累計）

4連携体 坐達塗悠

（三重県調べ）

【基本事業卜4］農産物の生産・流通における安全・安心の確保

（担当：農産物安全課）

農産物等の安全・安心を確保するため、農薬等生産資材の適正な流通・使用や米穀等の食

品表示などの監視・指導、事業者のコンブライアンス（法令遵守）意識の向上に向けた支援、

産地へのGAP本（農業生産工程管理）や IPM* （総合的病害虫管理）など環境に配慮した

生産方式の導入を推進し、「みえの安全・安心農業生産」の定着を図ります。

また、食の安全・安心への消費者、食品関連事業者および生産者の相互理解を深めるため、

食の安全性に関する情報提供の充実を図ります。

さらに、卸売市場の品質管理の高度化や市場の活性化を推進し、市場運営の安定化を進め

ます。

「みえの安全・安心農業生産推進方針」に基づき、 GAP、地

力の維持・増進およびIp Mの実践等、環境に配慮した生産方式

に取り組む産地の割合

90. 0% 

（三重県調べ）
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鍾盤
力強い農業経営の実現に向け、農地集積等による経営規模拡大や集落営農組織＊の設立

を促進するとともに、経営の法人化・多角化や雇用力強化など、創造的震業経営をめざす

農業経営体の育成に取り組みます。

また、農業の次世代への円滑な継震を図るため、パッケージで農業ビジネス人材を育成

する仕組みの構築などにより、次世代農業の主軸となる担い手の確保・育成を進めるとと

もに、企業などの新たな参入を促進する環境整備に取り組みます。

さらに、農業者の経営発展や産地の強化・充実を支援するため、普及活動の刻果的な展

開や農業団体の活発な活動促進、新たな商品創出につながる研究開発に取り組むとともに、

優良農地の確保や震業の生産基盤の整備・保全、災害からの円滑な農業復旧を進めるだめ

のBCP＊の作成支援を進めることにより三重県農業の持続的な発展に取り組みます。

各市町における法人化された農畜産経営体数・集落営農組織

数・農業参入した企業数の合計（累計）

595経営体

（三重県調べ）

意欲ある多様な農業者の確保に向け、新規就農の促進や企業・福祉事業所等の農業参入

促進に取り組んできており、新規就農者数は年間 100人を超える水準で推移しています。

一方、農業就業人口は平成 26(2014）年までの直近9年間で約 35%減少するとともに、農業

就業人口に占める 65歳以上の割合は 70%（平成 26(2014））と依然高くなっています。

このような中、農業を持続的に発展させていくためには、国において検討され七いる農

業経営の安定のための新たなセーフティネット制度に的確に対応しつつ、効率的かつ安定

的な農業経営の実現を図るとともに、農業の未来を切り拓いていく雇用力のある農業経営

体の育成と次世代農業の主軸となる担い手の確保・育成を図ることが必要です。

また、耕地に占める水田の割合が高いことから、国の食料政策に的確に対応しつつ、集

落等を単位とした効率的な水田の利用体系を構築していくととが求められています。

特に、中山間地域においては、集落営農組織の育成や新規就農者の確保、担い手への農

地集積が進んでおらず、今後、農地や農業用施設を維持・管理することが単独では困難な

集落が増加することが懸念されており、中山間地域等条件不利地域の農業の持続的発展に

向け、水田営農体制の構築を図ることが必要です。

さらに、農業を次世代に円滑に継承していくためには、「三重県農業農村整備計画（仮称）」

に基づき、農業生産基盤の整備や農業用施設の適切な維持・更新等を計画的に進めること

が必要です。
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① 農業・農村の活性化を図るため、集落や産地などによる「地域活性化プラン＊」の

策定・実践を促進するとともに、新たな人材の参画・育成や活動規模の拡大等への

取組を促進することで、地域活動の発展を支援します。

② 強い農業経営を実現するため、農地中間管理事業＊の活用などにより、担い手への

農地集積を加速するとともに、農業経営体の法人化、多角化、企業・福祉事業所等

の農業参入などを促進し、雇用力のある農業経営体の育成を図ります。

③ U・Iターン＊就農者受入環境の整備などを通じて、農業の内外から幅広い人材を

呼び込むとともに、次世代農業の主軸となる担い手を確保・育成するため、パッケ

ージで農業ビジネス人材を育成する仕組みの構築に取り組みます。

④ 農村女性の活躍の場を創出するため、次世代のリーダー育成や能力開発支援、ワ

ーク・ライフ・バランス＊の促進などに取り組みます。

⑤ 営農の高度化、効率化を図るため、「三重県農業農村整備計画（仮称）Jに基づき、

農業用水路のパイプライン化＊などの高度な生産基盤の整備や災害からの早期農業

復旧のためのBCP＊作成支援を進めるとともに、農業振興地域整備制度や農地転用

許可制度の適切な運用により、優良農地の維持・保全を図ります。

⑥ 農畜産技術の研究開発と移転を通じて、農業者や食品産業事業者等による県民の

皆さんの多様化するニーズに応える新たな商品やサービスの提供を促進します。
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【基本事業II-1 ］地域の特性を生かした農業の活性化（担当：農業戦略課）

農業・農村の活性化を図るため、普及指導活動の展開や農業団体等と連携する中で、集落

や産地などによる「地域活性化プラン勺の策定・実践を促進し、地域内での自主的な活動を

進めるとともに、新たな人材の参画・育成や、地域問、多様な業種との連携などによる活動

規模の拡大等への取組を促進することで、地域活動の発展を支援します。

地域や産地などを単位に策定される農業・農村の活性化のため

の活動プランの数（累計）

218プラン 643プラン

（三重県調べ）

【基本事業II-21農地中間管理事業＊を核とした営農体制の構築
（担当：担い手育成課）

意欲ある担い手や集落営農組織率等への農地集積・集約化により農業経営規模の拡大を図る

ため、地域の話し合いを着実に進め、集落ごとの人・農地プラン＊の作成を促すとともに、農

地中間管理事業等の活用などにより農地の権利移動を推進します。

また、持続的な営農体制の構築に向け、多l蕗的機能の維持活動との連携を阪りつつ、集落

リーダー養成等の取組を進め、地域の様々な方々の活躍による集落営農組織の育成と法人化

への支援を行います。

特に、中山間地域等の条件不利水田については、各種支援策を活用し、持続的な営農体制

構築に向けた支援を行います。

本県農村集落（2,065集落）のうち、農地の流動化に向けた集落

の合意形成が図られ、農地の出し手が明らかとなり、農地中間管

理機構の活用方針が定まった集落の割合

60% 

（三重県調べ）
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【基本事業 II-3】多様な農業経営体の確保・育成 （担当：担い手育成課）

雇用力のある農業経営体を確保・育成するため、 Tp P本への円滑な対応を限りつつ、法人

化や6次産業化等による経営の多角化など、経営発展に向けたチャレンジに取り組む経営体

を支援するとともに、企業や農協出資裂法人等の農業参入の促進等に取り組みます。

また、次世代農業の主軸となる担い手の確保・育成を図るため、就農準備から定着に至る

切れ自のない新規就農支援や産学官が連携してパッケージで農業ビジネス人材を育成する仕

組みの構築に取り組みます。

さらに、農業の内外から幅広い人材を呼び込むため、 U・ Iターン＊就農者受入環境の整備

や大学生等を対象とした就労体験の実施などに取り組みます。

農業分野における障がい者雇用の促進に向け、農福連携に取り組む事業者等で構成される

協議会等と連携してJ、障がい者の農業就労をサポートする人材の育成や農業経営体と福祉事

業所とのマッチングなどを進めます。

農村女性の活躍の場を創出し、農業・農村において男女がともに活躍できる環境づくりを

進めるため、さまざまな方針決定の場への女性の登用を促進するとともに、女性の就農や起

業等に向けた取組や、仕事と育児等の両立などワーク・ライフ・バランス＊の取組等を促進し

ます。

県内で農業へ就業した 45才未満の人の数

135人

（平成 26年度）
180人

（三重県調べ）
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【基本事業 11-4】農業生産基盤の整備・保全
（担当：農業基盤整備謀、農地調整課）

農業生産力の強化に向けて、農業生産の低コスト化や高度化に対応できる農業用水路のパ

イプライン化＊、環境との調和に配慮した農業生産基盤の整備、農業用施設の適切な維持・更

新等を「三重県農業農村整備計画（仮称）」に基づき計画的に進めるとともに、災害からの早

期復旧に備えるため、土地改良区や農業団体などのBCP＊作成を支援します。

また、耕作放棄地の発生抑制や再生、農業振興地域制度の適正な運用を通じ優良な農地の

確保を図るととともに、改正された農地制度に基づき、農地転用許可権限の県内市町への移

譲を進めます。

農地集積の目標を掲げて基盤整備を実施した地区および地元合

意が形成され基盤整備に着手する予定の地区の農地面積のうち、

担い手への集積が図られた農地面積の割合

35. 1% 70. 0% 

（三重県調べ）

【基本事業｜卜5】農畜産技術の研究開発と移転（担当：農業戦略課）

多様化する県民の皆さんのニーズに対応するため、機能性農産物に係る生産技術、 ICT* 

（情報通信技術）やロボット技術を活用した高品質安定生産技術の確立、省力かつ安定生産

が可能な新品種の開発等を行うとともに、農業者や食品産業事業者等への移転を通じて、県

民の皆さんの豊かさにつながる新たな商品やサービスの提供を促進します。

農業研究所および畜産研究所が取り組む研究開発から生み出さ

れた成果のうち、次のa:②のいずれかに該当する技術が活用され

た農業者等の商品やサービス等の件数（累計）

①開発技術、②県が開発した特許・品種等

75件

（平成初年度）
350件

（三重県調べ）
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農村で新しい価値を創出するとともに、若者の護局翻出を通じた定住につなげていくため、

豊かな自然や美しい景観、食文化など地域の魅力を生かした地域活動の発展を支援します。

また、安I~＼レて暮らすことができる農村づくりに向け、農業用だめ池や排水機揚等の老朽
化・耐震対策などによる地域防災力の強化や生活環境の整備を進めるととちに、多面的機能

の維持・発揮のための取組を支援します。

さらに、獣害につよい農村づくりに向け、「体制づくり」、「被害防止」、「生患数管理」、「獣

肉等の利活用」に総合的に取り組みます。

農山漁村において、農山漁村の暮らしや食文化、農林水産業等
を身近に体験することのできる施設（観光客実態調査対象施設を

除く）の利用者数

※平成 37年度の目標値は、平成 38年春に把握できる最新のデータである平成 36年度実績数値に

より測ることとします。（三重県調べ）

農村においては、耕作放棄地の増加や地域コミュニティ機能の低下が顕在化してきでいま

す。こうした中、地域資源を活用した集客交流活動や多面的機能を支える共同活動への支援

に取り組んでおり、これまでに都市との交流による地域の活性化や多面的機能の維持につな

がる成果が出てきている地域もありますが、中山間地域等の集落では高齢化や人口減少が顕

著な状況となっています。

一方、都市に住む若者を中心に「田園田帰」の動きなどがあり、こうした動きを本県農村

への定住につなげていくため、農村の暮らしや農業の魅力に触れる機会の創出、雇用の場の

創出、生活環境の整備などを進めることが必要です。

また、南海トラフ地震や激化する自然災害に備えるため、地域防災力の強化が求められて

おり、農業用ため池および排水機場等の老朽化・耐震対策などの防災対策を「三重県農業農

村整備計画（仮称）」に基づき、計画的に進めていくことが必要です。

これまでの獣害対策の取組により、農業被害金額は、着実に減少してきでいるものの、県

内の全集落代表者に実施したアンケート調査では、サル、シ力、イノシシによる何らかの被

害があると回答した集落数は依然として高い水準にあることから、引き続き、農村地域にお

ける農業被害と生活被害の減少に向け、獣害に強い地域づくりを進めていくことが必要です。
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① 人や産業の活動が活発な農村地域の実現に向け、本県の豊かな自然を生かした交

流や地域資源を活用した付加価値向上の取組を促進するとともに、農村地域での子

ども・学生グループによるふるさと体験や企業との交流活動の促進に取り組みます。

② 国土保全や水源かん養、景観形成や文化の継承などの多面的機能を維持・発揮さ

せるための取組を農村に関わる多様な人材が参画するなかで促進します。

③ 安心して暮らせる農村地域を実現するため、農業用ため池や排水機場等の老朽

化・耐震対策などによる農地や農村の防災・減災対策および生活環境や生産基盤の

計画的な整備に取り組みます。

④ 中山間地域農業の振興を起点に、県内外から若者等を呼び込み、地域活力の向上

を図るため、「農村雇用創出プロジェクトチームJを設置し、地域の特性に応じて雇

用の創出を図るプロジェクト活動を展開します。

⑤ 獣害につよい農村づくりをめざし、「体制づくり」、「被害防止」、「生息数管理」、「獣

肉等の利活用」の取組を総合的に進め、獣害につよい地域づくりを促進します。

【基本事業Ill-1】地域の特性を生かした農村の活性化（担当：農業基盤整備課）

人や産業の活動が活発な農村地域の実現に向け、本県の豊かな自然を生かした交流や若者

の移住につながる取組、農家レストランや農家民宿、加工・直売など地域資源を活用した付

加価値向上の取組を促進するとともに、農村地域での子ども・学生グループによるふるさと

体験や企業との交流活動を促進します。

また、都市部に住む若者を中心とした出国回帰指向などを踏まえ、農業への就労を通じ農

村への移住を促進するため、農村の暮らしや農業を実体験できる農業就労体験プログラムを

実施するとともに、集落・産地等による農業就労体験の受入体制整備等を進めます。

農山漁村における、地域の農林水産物をはじめ、自然、文化、

人等の豊かな地域資源を生かした活動の取組数（累計）

158件

（平成 26年度）
320件

（三重県調べ）
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【基本事業Ill-2 ］多面的機能の維持・発揮 （担当：農業基盤整備課）

国土の保全、水源かん養、良好な景観形成など、農業・農村の有する多面的機能を維持・

発揮させるため、農地・水路・農道等の地域資源の保全活動や景観形成活動など、多面的機

能を支える共同活動への支援を行います。

また、これらの活動へ若者や女性、都市住民、企業など地域内外からの多様な人材の参画

を促し、さらには、これらを通じた収益活動への誘導を図り、地域活動の活性化につなげま

す。

農林業センサスにおける農業集落のうち、農業・農村の有する

多面的機能の維持・発揮を図るための地域活動に取り組む集落の

44. 7% 
（平成 26主f度）

60. 0% 

（三重県調べ）

【基本事業Ill-3】災害に強い安全・安心な農村づくり （担当：農業基盤整備課）

災害に強い安全・安心な農村づくりに向けて、南海トラフ地震や激化する自然災害に備え、

農業用ため池や排水機場、用排水路等の老朽化・耐震対策とハザードマップ（災害予測図）

作成などのソフト対策を計画的に進めます。

また、農村における生活の利便性の向上や地震等災害の発生に備え、農道や集落道の計画

的な整備を進めます。

耐震対策や長寿命化対策の緊急性が高い農業用ため池や排水機

場の被害想定面積のうち、それらの整備・耐震対策が進められる

ことにより、災害が未然に防止される面積

1.11並立
（平成 26年度）

5‘500ha 

（三重県調べ）
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【基本事業111-4］中山間地域農業の振興 （担当：農業戦略課、農業基盤整備課）

中山間地域農業の振興を起点に、県内外から若者を呼び込み、地域活力の向上を図るため、

県、市町や生産者団体等の関係機関が参画する「農村雇用創出プロジェクトチームJを設置

し、地域の特性に応じた雇用の創出や若者の移住等に向けたプロジェクト活動を展開します。

また、中山間地域等の農地の耕作放棄を未然に防止し、適切な農業生産活動が持続的に行

われるよう、生産条件に関する不利を補正するための支援を行うとともに、持続的な営農体

制の構築に向けた支援を行います。

中山間地域農業を起点とした雇用の創出に向け、総合的な支援
を展開するプロジェクト活動の取組集落数（累計）

丘金 並企

（三重県調べ）

【基本事業111-5】獣害につよい農村づくり（担当：獣害対策課、フードイノベーション課）

獣害対策に取り組む集落づくりに向け、地域リーダーの育成や捕獲者の確保などの人材育

成と集落等における「体制づくり」を進めるとともに、集落ぐるみによる野生鳥獣の追い払

いや集落による捕獲等を進める「被害防止」に取り組みます。

また、野生動物との適正な共生をめざし、ニホンジカの生息数推定やサル群れの状況のモ

ニタリングを基礎とした個体数調整を行う「生息数管理Jに取り組みます。

さらに、「『みえジビエ勺品質・衛生管理マニュアルjの普及とマニュアルを遵守した事業

者を登録する「みえジビエ登録制度」の拡大などに取り組みます。

ニホンザル、ニホンジカ、イノシシ等による農業の被害金額

口
J

一度
四
昨ω一成

2
一平

132百万円以下
（平成 36年度）

※平成 37年度の目標値は、平成 36年度の実績値により測ることとします。（三重県調べ）
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豊かで健全な食生活への志向が広がる中、県民の皆さんの「食」に対する多様な期待に応

え、農業・震村の有する新たな価値を提案できるよう、産学官の連携による新たなビジネス

の創出や食のバリューチェーン＊の構築、イノベーションを担う人づくり等を進め、地域の特

徴を生かした競争力のある農産物の生産につなげていきます。

まだ、魅力ある県産品等が数多く生まれる中で、企業等と連携しながら、新たな価値や魅

力を的確に消費者の皆さんに伝えていく取組を進め、県産農産物の認知度向上を図ります。

みえ県民意識調査で、魅力ある県産農林水産物や加工品が販売され

ていると「感じるJ「どちらかといえば感じるJと回答した県民の割合

遡査史 議設史

（三重県調べ）

経済のグローバル化や国内市場規模の縮小が叫ばれる中、県内では、伊勢志摩サミットを

はじめ全国お茶まつりや全国菓子博覧会、国体といった世界、全国規模のイベント等が予定

されています。このような農業や食品関連産業等を取り巻く多様な経営環境に対応していく

ため、農産物をはじめとする地域資源の高付加価値化による商品開発や市場開拓等の取組が

求められています。

また、これまでの三重ブランド＊の認定やみえフードイノベーション＊プロジェクトの活動

促進など、地域資源の高付加価値化に向けた支援を通じて農業者や食品産業事業者等による

成功事例も生まれてきています。今後も、「もうかる農業Jの実現に向けさらなる取組拡大を

図っていくためには、食に関係する多様な事業者の有機的な連携を促進し、消費者の皆さん

に提供する価値の最大化を図るとともに、県産農産物の生産状況を踏まえたうえで、新たな

価値創出に向けたアプローチを展開していくことが必要です。
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① 競争力の強化によって「もうかる農業」の実現につなげていくため、産学官ネット

ワーク等の活用による「みえフードイノベーション勺の形成等を通じ、意欲的な農業

者の取組を支援します。また、関係する事業者の連携によって価値の最大化を図る食

のバリューチェーンネの構築を通じて商品の開発を促進します。

② 県産農産物の認知度をさらに向上させるため、ブランド力向上や地産地消、食育等

にへ企業と連携して取り組むとともに、県産農産物の魅力を消費者に的確に伝えられ

るエキスパート人材の育成など、総合的な情報発信に取り組みます。

③ ブランド化や ICT* （情報通信技術）の活用等「食」のイノベーションを担う人づ

くりに取り組み、食に関する新たな価値創出に向けた展開を加速します。

【基本事業IV-1】食のバリューチェーン構築による新たなビジネスの創出

（担当：フードイノベーション課）

競争力の強化によって、「もうかる農業」の実現につなげていくため、産学官ネットワーク

等の活用による「みえフードイノベーション」の形成等を通じて、農産物の高付加価値化や

販路開拓に挑戦する意欲的な農業者の取組を支援します。

また、関係する事業者の連携によって価値の最大化を図る食のバリューチェーンの構築を

通じて、新しい商品やサービスの開発を促進するとともに、農産物の機能性を生かした高付

加価値化や6次産業化の促進などに取り組みます。

企業等との連携により農林水産資源を高付加価値化するみえフ
ードイノベーションプロジェクトから生み出された商品等の売上
額（累計）

2工億円

（三重県調べ）
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【基本事業IV-2］県産農産物の魅力発信

（担当：農林水産総務課、フードイノベーション謀、農産圏芸課、畜産課）

豊かな風土で生産される多彩な県産農産物の価値を伝える取組を企業等と連携しながら進

めるとともに、来県者も意識した県産農産物の活用や地産地消・食育＊の推進、環境にやさし

い農業への消費者の理解増進を図る取組、ブランド力向上、地理的表示 CGI）保護制度の

活用などを通じて、県産農産物の価値や魅力に関する認知度の向上を図ります。

また、果樹、茶および県産ブランド牛肉をはじめとする県産農産物の輸出促進や首都圏営

業拠点、関西事務所との連携による県産農産物の魅力発信に取り組み、販路拡大につなげま

す。

県産農林水産物の魅力発信に取り組むことで生み出されたPR 

事業における連携企業数（累計）

500 f上

（三重県調べ）

【基本事業IV-3］イノベーションを担う人づくり

（主担当：フードイノベーション課）

事業者間連携や、研究開発、ブランド化、 ICT* （情報通信技術）の活用などの分野にお

いて、イノベーションの創出に取り絡む中核的人材・を育成するため、食の人材ネットワーク

「みえ農林水産ひと結び塾jによるワークショッブや人材養成講座の開設等に取り組みます。

事業者関連携、研究開発、ブランド化を促進する多様な人材の

確保や能力向上のために実施する「みえ農林水産ひと結び塾」に

おける人材養成数（累計）

100人

（三重県調べ）
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（第4享推進住切り禁備；九三小川い

1 計画の推進体制
終£治五議議謀議議語路綴諮議議題機密総務総諸島主謀総

"" d弘、叩. ·~ v 山
.むの
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計画に掲げる基本施策を着実に推進し、その目標を実現していくためには、「県民力によ

る協創＊の三重づくり」を基本として、農業生産に取り組む主体である農業者はもとより、

消費者や関係団体、行政がそれぞれの役割を果たし、連携・協力しながら一丸となって取

り組むことが重要です。

( 1 ）農業者に期待される役割

農業者には、計画推進の主役として、安全・安心な食料を安定的に供給するとともに、

農業・農村の多面的機能の発揮を通じて県土の保全や景観の形成などに貢献しているこ

とを認識し、地域経済を支える重要な産業としての農業に従事していることに誇りを持

って自らの農業経営を展開していくことが求められます。

また、消費者との交流はもとより、食品産業等の他産業との連携協力に努めながら、

農業・農村を起点とした新たな価値の創出に積極的に取り組んでいくことが期待されま

す。

(2）農業団体等に期待される役割

農業協同組合は、県民・消費者の皆さんや他産業・行政との連携協力を図りながら、

農業者と力を合わせて、地域農産物のブランド化など、生産から販売までの一貫した戦

略を展開し、農業者の所得向上を図るとともに、地域農業が抱える様々な課題の解決を

図ることが期待されます。また、中山間地域等においては、農村における集落機能を維

持していくため、総合事業を通じて生活インフラを支えていくことが期待されます。

農業委員会は、農業者や行政等との連携協力を図りながら、優良農地の確保と有効利

用を図るとともに、担い手への農地集積・集約化や耕作放棄地の発生防止・解消、農業

への新規参入の促進等に貢献することが期待されます。

土地改良区は、農業者や行政等との連携協力を図りながら、農地や農業用用排水施設

の整備・適切な維持管理を図ることを通じて、食料の安定供給に欠かせない農業生産基

盤を維持・継承していくとともに、国土の保全や美しい農村景観の形成など多面的機能

の発揮に貢献することが期待されます。

その他の農業団体等には、それぞれの団体の設立目的をふまえて、県民・消費者の皆

さんや他産業・行政との連携協力を図りながら、農業経営の安定や食料の安定供給、農

業の多面的機能の発揮等の実現に向けて責務を果たしていくことが期待されます。

( 3）他産業に期待される役割

食品産業には、農業者と同様に、安全・安心な食を供給するとともに、県産農産物の

利用や農業者との連携協力の促進、県内外への情報発信、県産食材の供給等を通じて、

農業・農村の活性化に貢献することが期待されます。
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また、観光産業等の集客を担う産業には、豊かな農村景観や歴史、風土などの地域資

源や地域の食・食文化など、農村の魅力を生かした交流促進を通じて、農業・農村の活

性化に貢献することが期待されます。

さらに、その他の産業についても、農業・農村の多面的機能に着目した事業活動や農

業・農村の課題解決を図る社会貢献活動等を通じて、農業・農村の活性化に貢献するこ

とが期待されます。

(4）県民の皆さんに期待される役割

県民の皆さんには、単に食料を購入・消費するだけでなく、農業・農村の果たしてい

る役割を理解するとともに、広く国際的な情勢や地球環境問題などについての情報を入

手し、食に対する知識や食を選択する力を身につけることが求められています。

また、地産地消運動なと、への参画とともに、農業者との交流活動や農地や農村の保全

活動等にも積極的に参画することなどが期待されます。

(5）市町に期待される役割

地方創生に向けた動きが加速してきている中で、市町には、農業者や農村地域住民に

とって最も身近な行政機関として、そのエリアにおける農業・農村の活性化を促進する

役割が期待されています。このため、市町は、農業・農村施策の展開にあたって、関係

機関や団体等との連携協力を図りつつ、地域段階における創意工夫に基づく農業者や集

落、産地等の主体的な取組を引き出し、支援していくことが期待されます。

( 6 ）県が果たす役割

県は、全県的な視野で、安全・安心な食料の安定的な供給や三重県農業を支える意欲

ある多様な農業者や新規就農者等の育成・確保、農村を維持、活性化するための農村地

域施策や農業・農村を起点とした新たな価値の創出を促進します。

また、基礎自治体である市町や、農業団体等との密接な連携のもと、

①安全・安心な農業生産に取り組む産地やブランド形成、高付加価値化、多様な農業

者が意欲と経営感覚を持って持続的に農業経営を展開していくことができる環境づ

くりなど、創意工夫に基づく農業者や地域等の主体的な取組に対する支援

②普及指導活動などによる、生産技術面におけるスペシャリスト機能、経営発展促進

面や地域活性化面等におけるコーディネート機能の発揮などを通じた、地域の主体

的な取組に対するマンパワーを生かした支援

③農業者や消費者のニーズ、食品産業事業者等の多様なニーズ・シーズ、急速に変化

する社会情勢等をふまえた研究開発とともに、生産等の現場で直面する諸課題の解

決につなげる視点からの研究開発の実施

④市町が行う農村地域施策に対する補完と支援

など、地域の実状に即した農業・農村の活性化に取り組んでいきます。
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2 地域の特性を生かした活性化に向けた支援
軍恋露襲撃護笠宮地帯警護翠醤認霊欝曹饗弱議護費支護霊壁醤諮翠翠嬰話器器彊盤務室議室主

「三重県食を担う農業・農村の活性化に関する条例J第 24条の規定に基づき、地域資源を

活用した新たな価値の創出につながる取組を実践する集落や産地等の育成を図るため、平成

23(2011）年度から、集落や産地等の活性化に向けた地域の活動計画「地域活性化プラン勺の

策定やその実践活動に対する支援に取組んでいます。

( 1 ）地域活性化プランの取組内容

平成 23(2011）年度から平成 26(2014）年度の4年間で 218プランが作成されました。プラン

活動主体としては、「集落」を単位とした団体が

35%、「産地Jを単位とした団体が45%、それ以外

の団体が 20%でした。取組の内容としては、産地

ブランドの強化や担い手の確保・育成などに取組

む「産地の強化Jに関するプランが 33弘法人化

による経営の継続や集落営農ビジョンづくりな

どに取組む「集落営農の強化」に関するプランが

21%、地域ブランド米の創出や新加工品開発、実

需者・異業種との連携などに取り組む「農産物の

高付加価値化」に関するフランが 21%となってい

ます。

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

プランの主たる取組

産地の強化

集落営農の強化

農産物の付加価値化

直売所

集客交流

新産地づくり

地域コミュニティの

維持

障がい者雇用

言十

プラン数 構成比

72 33% 

46 21児

45 21% 

22 10% 

11 5% 

9 4% 

8 4% 

2% 

218 100覧

園地域活性化プラン 取組別経営状況アンケート結果 (167プラン対象）・

57¥¥¥ 

33% 

ニ地 障
テ域 が

持イコ 用い
のミ 者
維ュ 雇

回大きく減少

図減少

ロ士宮減なし

ロ土自加

ロ大きく増加

平成 23(2011）年度～25(2013）年度に策定された 167プランを対象に「経営状況アンケート」

を実施したところ、プラン策定時に比べ、売上・利益等が増加したプランの割合が 51児（85

件）となり、儲かる農業の実現に向けて取組が進展しています。（P19グラフ参照）
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取組内容別にみると、「農産物の高付加価値化」や「直売所・集客交流」にかかる取組につ

いては売上・利益等が増加したフランの割合が 50%を超えて高いものの、「産地の強化」や「集

落営農の強化Jでは 40%台となっています。取組によっては成果達成に時間がかかる内容も

あることから、地域での持続的な活動定着に向けた継続的な支援が必要です。

地域活性化プランの主たる取組ごとのカテゴリーで、成果を上げている事例としては以下

のような取組があります。

「産地の強化・新産地づくりJ
（農）白鳳梨生産組合 ｜＠生産力を強化し、直売等の有利販売に取組むことによりブランド

力が向上 売上 17%向上

JA鈴鹿自ネギ部会（鈴鹿市）｜＠複合経営品目として白ネギを産地化

面積 6.0ha部会員 20名 売上 41,708千円

f集落営農の強化J
（農）丹生営農組合（多気町） ｜＠新品目の導入と加工品製造販売による収益力の向上

［生妻、生菱加工品］売上 1,620千円増

（農）クマダ（鈴鹿市） ｜＠施設整備と新商品開発による販売加工部門の強化

［餅、あられ、味噌］売上 18%向上

（農）南家城営農組合（津市） ｜＠特産農産物の加工品販売による収益力の向上

［黒大豆の味噌、甘納豆等］ 売上 12%向上

「農産物の高付加価値化J) 
飛雪の滝百姓塾（紀宝町） ｜＠都市農村交流をきっかけとした地域内外への地域米の販売

［地域ブランド米］売上 1,490千円増

音羽野菜生産組合（菰野町） ｜＠観光施設と連携した農産物の販売・体験交流の実施

［野菜、米、漬物、餅、収穫体験］ 売上 50%向上

JA伊勢梅部会（南伊勢町） ｜＠「五ヶ所小梅」の知名度向上のため、特徴を生かした樹塾小梅の

販売を拡大 ［樹塾小梅］売上 89%向上

飛鳥たかな生産組合（熊野｜＠機能性を生かした地域外への販路拡大による売上向上

市）

「直売所主集客交流J三
JA三重南紀農林畜水産物直｜＠直売所設置をきっかけとした野菜の生産拡大

売部会（熊野市） ｜ 直売所での売上 84九向上

NPO法人あわてんぼう（伊賀｜＠レストラン開業による農村交流と高齢者への弁当宅配サービス

市） ｜ 山里レストラン売上 8,000千円増

売上 7%向上

社会福祉法人 九華福祉会｜＠福祉施設においてネギの育苗、出荷調整等の農作業を導入して

（桑名市） ｜売り上げが向上 売上47%向上

（株）やきやまふぁーむ（尾鷲｜轡障害者雇用により生産製造した野菜、加工品の販売強化よる売

市） ｜ 上向上 ｛トマトケチャップ・干し椎茸等］売上 23%向上
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( 2）地域活性化プランの取組の評価

平成23(2011）年度から平成26(2014）年度に地域活性化フランを策定した218の農村地域

団体を対象に地域活性化フランに取り組んだ結果について、「①良かったJ、「②まあ良かっ

た」、「③あまり良くなかった」、「④良くなかった」の4択で聞き取ったところ、地域活性

化プランに取り組んだ感想として、①と②の割合が95%となりました。

また、①と②を選択した理由（複数回答）としては、「県職員等による人的支援」の割合

が44%と最も高く、「スタートアップによる支援」が 29%となっており、プランの取組にお

いては、プラン策定や実践を通じて得られた支援に対する満足度が高いことがわかりまし

た。

・地域活性化プラン策定の評価

艮くな

かった
1先

艮かっ

Tこ
54児

( 3) 今後の支援体制

園地域活性化プラン取組評価の理由・

県職員等人的支援

スヲ｝卜アップ支援

課題・目標の明確化

新たな取組の開始

話し合いのきっかけ

。%10% 20% 30% 40% 50% 

これまでの取組地域では、様々な地域課題に対し、創意工夫を生かした活動が促進され、

一部では先進的な取組も生まれてきています。また、プランを策定した団体からはプランの

策定や実践を通じた支援に対しての評価が高いことから、地域が主体性に取り組む新たなチ

ャレンジを関係機関が連携して支援していく地域活性化プランの取組は、効果的な支援手法

であるといえます。

一方、農村地域における人口減少・高齢化の進展により営農や集落活動継続に向けた課題

はますます大きくなっています。特に中山間地域では、高齢化の進展から投資を必要とする

新たな事業展開が困難である場合が多く、都市交流等の取組も必ずしも就業機会の創出や若

者の定住にまで結びついているとはいえません。中山間地域を次世代に継承していくために

は、外部人材の受け入れも視野に入れながら、地域の資源を組み合わせ、地域で雇用を創出

していく仕組みづくりに早急に取り組む必要があります。

こうしたことから〉引き続き地域活性化フランに取り組むなかで、新たな視点として、次

世代継承に向けた新たな人材の参画や育成を重要なテーマとして、その仕組みづくりを支援

していきます。また、中山間地域に対しては、多様な主体が連携して新たな雇用創出にチャ

レンジする地域をプロジェクトとして重点的に支援していきます。
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＜今後の支援体制 ①＞ 

地域活性化プランによる地域支援

農業・農村の活性化に向けた取組として、地域の多様な方々の参画による地域課題解決に

向けた主体的取組の促進を基本に、引き続き「地域活性化プランJの策定と地域活性化プラ

ンに基づく実践を支援していきます。地域活性化プランを策定した団体に対しては、プラン

の実践をサポートしながら、これまでの取組を「協創＊」による持続的な地域活動に発展させ

ていくとともに、多様な地域の資源や魅力を生かした新たな雇用の創出と若者の定住につな

げていくことをめざしていきます。新規にプランを策定する団体に対しては、「もうかる農業」

につながるビジネス指向の強い取組に加え、人材の確保・育成、次世代継承の促進を重要な

視点として、集落や産地等の主体的な取組を支援してきます。さらに、より課題の緊急度が

高い中山間地域に対しては、様々な機会をとらえアブローチを強化し、地域の意欲を醸成し

ながら地域の持続的な発展につながる取組を支援していきます。

（参考）支援チームの構成イメージ

..園地域活性化プラン支援チーム園田・

県地域推進チーム

・チーム長〈地域機関の職員〉

－チーム員〈地域機関、中央農業改良普及セ

ンターから、地域のめざす方向

に応じだ職員を配置〉

－市町関係職員

・農協、土地改良区等職員

・経験や知識を有する退職人材

等、プランの内容に応じた関係者が参加

・地域課題解決に向けだ取組の継
続・発展

・雇用創出、若者定住に向けた継
続的な地域活動へのステップア
ッづ
※中山罰地域への支援を強位

－地域課題解決に向けた取組
．ビジネス指向の強い取組
－人材の確保・育成
・次世代継震の促進

来中山間地域へのアプローチ
を強｛乙



＜今後の支援体制 ②＞ 

中山間地域農業を起点とした雇用創出プロジェク卜の実施

地域活性化プランにおいて、中山間地域へのアプローチを強化し、集落、産地等の農村地

域団体の個々の取組に対し支援を行っていくこととしていますが、中山間地域を次世代に継

承していくためには、地域の多様な主体が連携し、地域の資源を最大限に活用することによ

り、多様な就業機会創出の可能性を示すモデルづくりが必要です。

そこで、中山間地域において農業を起点とした雇用創出に取り組むモデルづくりと、市町、

県、 JA等関係機関による支援体制の構築を目的として、モデル地域における雇用創出に向

けた取組をプロジヱクトとして支援します。県においては、地域機関だけではなく、県庁内

に農村雇用創出プロジェクト調整連絡会議を設置し、各地域の取組課題にあわせて事業や助

成制度の活用、専門分野からのサポートを実施できる体制を整備し、総合的に支援していき

ます。

（参考）プロジェク卜の支援体制イメージ

県庁各課

【各種事業・補助金】

・中央農業改良普及センター
．研究機関
・移住促進センター
＠有識者 等

〔専門分野からの支援〕

¥ I 
、姐副監耐羽艇場・－－鱒踊脚贋司巴隈取調明卿事情調’・－明間鴨有期覇軍欄鴫情切掴陣繍司Rm萌 周 豚 切 開 － － 寝 間 野 恒 司 胃 酸 属 現寓窃 d’
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震業者、関係組織、

地域住民、拠点施設管理者、

等

活動方策①②③をベースに、プロジェク

トテーマ設定と活動実践を支援

活動方策①

中山間地域農業の生産力強化

活動方策②

地域資源を活用した｛寸加価値向上

活動方策③

農村を支える「小さな拠点」の形成



参考資料
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用語の解説

基本計画に掲載されている用語の説明です。

(1) ABC （アルファベット）

単語 解 説 掲載場所

BCP（業務継続計
Business Continuity Planの略。災害や事故など不測の事

第1・2・3章
態を想定して、事業継続の視点から事前に対応策などを定

画） 基本施策E
めた計画。

Economic Partnership Agreementの略。 2以上の国や

EPA （経済連携協
地域の問で、貿易の自由化に加え、投資、人の移動、知

第1章
的財産の保護や政府調達におけるルール作り、さまざま

定） 第2章
な分野での協力の要素等を含む幅広い経済領域での連

携力の強化を目的とする協定。

ーFTA（自由貿易協
Free Trade Agreementの略。 2以上の国や地域の間で、

第1章
物品の関税やサービス貿易の障壁等を削減・撤廃するこ

定） 第2章
とを目的とする協定。

GAP（農業生産工程
Good Agricultural Practiceの略。農業生産活動の各工程

第3章
の正確な実施、記録、点検および評価を行うことによる持続

管理） 基本施策E
的な改善活動のこと。

Information and Communication Technologyの目各。 第1章

ICT（情報通信技
IT(Information Technology）とほぼ同義の意味を持つが、コ 第2章

ンビュータ一関連の技術を汀、コンピューター技術の活用に 第3章
術）

着目する場合をICTと、区別して用いる場合もある。国際的 基本施策卜

にICTが定着している。 II・ IV 

Integrated Pest Managementの略。化学農薬に依存せ

IPM（総合的病害虫 ず、病害虫や雑草を管理する多様な手法を総合的に用い 第3章

管理） て、農作物への被害を経済的に許容できる水準以下になる 基本施策 I

ように管理する体系のこと。

Japan Good Agricultural Practiceの略。日本の標準的な
第3章

JGAP GAP（農業生産工程管理）のーっとして、一般財団法人目
基本施策 I

本 GAP協会が審査・認証している。

Trans-Pacific Partnershipの略。オーストラリア、ブルネイ、

カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーラン 第1章

TPP（環太平洋パー
ド、ベルー、シンガポーノレ、米国およびベトナムの合計 12か 第2章

国で高い水準の、野心的で、包括的な、バランスのとれた協 第3章
トナーシップ）

定をめざし協定が進められてきた経済連携協定のこと。平成 基本施策 I

27(2015）年 10月のアトランク閣僚会合において、大筋合意 基本施策H

に至った。

日，，

ω

「
h
d



単語 解 説 掲載場所

Regional Comprehensive Economic Partnershipの略。東
アールセップ

南アジア諸国連合加盟 10ヶ国を中心に、日本、中園、韓RCEP（東アジア地
第2章

域包括的経済連携）
園、インド、オーストラリア、ニュージーランドの6ヶ国が交渉

に参加する広域経済連携のこと。

Uターンとは、出身地から離れて都市部等に暮らしている
第3章

U・Iターン 方が出身地に戻って暮らすこと。 Iターンとは、都市部等に暮
基本施策E

らしている方が地方に移住すること。

World Trade Organizationの略。ウルグアイ・ラウ

ンド合意を受け、「関税及び貿易に関する一般協定J

WTO（世界貿易機
(GATT)の枠組みを発展させるものとして、 1995年（平

成 7年）に発足した国際機関。本部はスイスのジュネー 第2章
関）

ブにあり、貿易障壁の除去による自由貿易推進を目的と

し、多角的貿易交渉の場を提供するとともに、貿易紛争

を処理する。

第3章

第4章

それぞれが「公Jを担う主体として自立し、行動すること

で、協働による成果を生み出し、新しいものを創造していくこ

と。

協創

第2章

第3章

基本施策 I

食料自給率・自給力の向上を図ることなどを目的として実

施される国の対策で、米および麦、大豆、飼料用米等の作

物を生産する農業者に対し、交付金が交付される。

経営所得安定対策

第3章

基本施策 I

鳥インフルエンザ、のうち、感染した烏が死亡し、全身症状

などの特に強い病原性を引き起こすタイプをさす。特定家畜

伝染病に指定されている。

高病原性鳥インフル

エンザ

第3章

基本施策 I

牛や豚など、偶蹄（ぐうてい）類の家畜などが感染するウイ

ルス性の伝染病で、伝染力が5齢、ため特定家畜伝染病に

指定されている。

口蹄疫（こうていえ

き）

第3章

基本施策 I

製造業において使用される用語で、原材料の調達から製

造・販売・配送までの全体の流れのこと。農産物の生産（上

流）から下流（食品の流通・販売）をつなぐ、複数企業聞の連

携の意味としても用いられる。

さ行

サプライチェーン

円
《

U

F
h
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単語、 解 説 ｜掲載場所

様々な経験を通じて「食Jに関する知識と「食jを選択する

食育 ｜力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育 基第本3章施策W

てること。

農村の集落を単位として、農地の合理的利用、機械・施 第3章

集落営農組織 ｜設の共同利用、共同作業など、農業生産工程の全部又は 基本施策E

一部について共同で取り組む組織のこと。 基本施策W

た行
野生鳥獣の科学的・計画的保護管理を行うための「鳥獣

第二種特定鳥獣管 の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律Jに基

理計画 づく計画制度。増えすぎた動物の種の地域個体群を特定

し、適正な個体数に導くための計画。

農林水産業が営まれることによって発揮される国土の保 第1・2・3・4章

多面的機能 ｜全機能、水源かん養機能、自然環境の保全機能、良好な景 基本施策E

観の形成機能、文化の伝承機能等のこと。 基本施策E

「ニ重県食を担う農業及び農村の活’性化に関する条例」 第2・3・4章

地域活性化プラン ｜に基づき、地域や産地などを単位に策定される農業および ji基本施策E

農村の活性化のための活動プランのこと。

な行
農業経営基盤強化促進法に基づき、効率的で安定した

認定農業者 ｜経営をめざす農業経営改善計画を作成し、市町長の認定を i第2章

受けた農業者。

農場にHACCP(Hazard Analysis and Critical Control 

Point）の考えを採り入れ、危害要因となる微生物や化学物

農場HACCP ｜質、異物の混入などを防止するための管理ポイントを設定

し、継続的に監視・記録を行うことで、農場段階で危害発生

をコントロールする手法のこと。

農業の競争力を強化するため、都道府県ごとに整備され

た農地中間管理機構附いて、農地を出し手から借り受 ｜第3章

農地中間管理事業 ｜ け、受け手となる担い手に貸し付けることにより、担い手ごと 基本施策E

の集積・集約化を推進する事業。

平成 26(2014）年3月に施行された「農地中間管理事業の 第1章

推進に関する法律Jに基づき、担い手への農地集積・集約 第2章

農地中間管理機構 I 化を加速させるため、農地中間管理事業を行う法人として、 第3章

都道府県段階で1つ設置された公的な機関のこと。 基本施策H

d
斗
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単語 解 説 掲載場所

農業分野と福祉分野が連携して、農業経営体による障が
第3章

農福連携 い者雇用や福祉事業所による農業参入などに取り組み、農
基本施策E

業の担い手確保、障がい者の就労促進を支援すること。

は行

営農における水管理労力を軽減するとともに、水質の向上 第2章

パイプライン化 と節水を図るため、農業用開水路を地中化し給水栓による 第3章

用水の供給を行うこと。 基本施策H

ノミリューチェーン（価 原材料の調達から商品化、流通、販売までの企業の活動
第2章

第3章
値連鎖） を一連の価値（Value）の連鎖（Chain）として捉えたもの。

基本施策W

農業者の高齢化や担い手不足が懸念される中、地域や

集落の話し合いに基づいて、市町が地域農業の中心となる
第3章．

人・農地プラン 経営体の明確化や経営体への農地集積のルールづくり、将
基本施策H

来ビジョンなどを定める計画で、集落単位での策定を推進し

ている。

ま行

一重県内で捕獲、解体処理された野生のニホンジカ、又

はイノシシの肉のうち、人の食用にするもので、「みえジピエ
第3章

みえジピ、エ 登録制度」に登録された野生獣解体処理施設において、
基本施策E

「『みえジピエ』品質・衛生管理マニュアノレ」に基づき解体処

理されたもの。

県内の農林水産資源を活用し、生産者や食品産業事業

みえフードイノベーシ
者、ものづくり企業等の多様な業種や、大学、研究機関、市 第2章

町、県などの産学官のさまざまな主体の智恵や技術を結集 第3章
ョン

し融合することで、地域が抱える課題を解決し、新たな商品 基本施策N

やサービスを革新的に生み出す仕組みのこと。

みえフードイノベーシ みえフードイノベーションを具体的に進めるために立ち上
第2章

ョン・ネットワーク げる、異業種・産学官によるネットワークのこと。

一重ブランド
県のイメージアッフ。と観光および物産の振興を目的とし 第3章

て、県を代表する産品とその生産者を認定する制度。 基本施策N

「
h
d
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単語 説 掲載場所

一重県の新しい米のブランド名のこと。夏場の高温にも強
第3章

結びの神 ｜い県育成の米の新品種「ニ重23号」のうち、品質基準に適
基本施策 I

合したものが、「結びの神Jとして販売される。

b行

1次産業が、加工（2次産業）や流通販売（3次産業）などを
第2章

第3章
6次産業化 ｜自己の経営に取り入れたり産業聞の連携を図ったりすること

基本施策E
により業務展開している経営形態をあらわす言葉。

基本施策W

わ行

ワークライフパラシ トク（仕事問フ（仕事以外の生活）獅拭性別 ｜第3章

ス 年齢を問わず、誰もが働きやすい仕組みをつくること。 基本施策H
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